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第
一
節

幕
府
と
諸
藩

間
絵
図
・
郷
帳
と
所
領
配
寵

慶
長
の
聞
出

絵
図

関
ケ
原
戦
で
勝
利
し
た
後
、
徳
川
家
康
は
、
商
軍
に
組
し
た
大
名
を
改
易
・
転
封
す
る
こ
と
で
没
収
し
た
六
一
ニ

一
万
石
余
を
、
東
軍
に
属
し
て
功
労
の
あ
っ
た
外
様
大
名
に
担
分
し
て
転
封
す
る
一
方
で
、
夜
結
領
に
組
み
入

れ
た
り
、
徳
川
一
門
や
譜
代
大
名
の
取
立
て
に
充
て
た
り
し
た
。

撰
津
・
播
磨
で
も
、
ま
ず
関
ケ
原
戦
直
後
の
慶
長
五
年
（
一
六
O
O）
十
月
、
一
一
一
河
悶
士
口
問
一
五
万
二
千
石
か
ら
一
一
一
六
万
八
千

石
の
加
増
を
受
け
た
池
田
輝
政
が
播
磨

国
五
二
万
石
の
大
名
と
し
て
姫
路
に
入
封
し
た
。
輝
政
は
静
代
の
大
名
で
は
な
か
っ

た
が
、
家
康
の
女
婿
で
あ
り
、
関
ケ
原
戦
で
は
東
軍
に
組
し
て
活
躍
し
た
こ
と
も
あ
り
、
両
国
の
諸
大
名
へ
の
備
え
と
し
て
、

い
ち
は
や
く
姫
賂
に
配
置
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
翌
慶
長
六
年
に
は
、
播
際
の
一
一
一
木
か
ら
一
一
一
回
滞
主
と
し

て
入
封
し
た
有
馬
則
頼
が
有
馬
郡
を
支
配
下
に

い
た
（
慶
長
七
年
別
頼
の
死
去
に
よ
っ
て
以
後
退
領
は
子
息
福
知
山
務
主
有
庄
内
盛
氏

が
継
ぐ
）
ほ
か
、
徳
川
氏
に
帰
属
し
た
と
み
ら
れ
る
大
名
で
、

こ
の
時
期
、
摂
津
に
所
領
（
飛
地
を
含
む
）
を
持
つ
大
名
の
数
は

O
名
近
く
に
の
ぼ
っ
た
と
い
う
。
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当
時
、
大
坂
城
の
秀
頼
の
所
領
は
二
一
一

O
万
石
か
ら
一
挙
に
、
摂
津
・
河
内
・
和
泉
六
五
万
石
余
に
縮
小
さ
れ
た
と
は
い
え
、

制
民近

摂
津
に
は
な
お
、
豊
臣
氏
の
近
臣
勢
力
が
残
存
し
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
『
兵
路
県
史
』
（
第
四
巻
）
で
は
大
坂
か
ら
比
較
的
遠

い
部
を
中
心
に
摂
津
全
付
高
の
二
五
%
弱
が
幕
府
領
に
組
み
入
れ
ら
れ
た
と
惟
定
し
て
い
る
。

自主史編盟

要
す
る
に
、
関
ケ
原
戦
後
の
慶
長
期
段
階
に
は
、
豊
臣
勢
力
の
強
か
っ
た
播
磨
に
池
回
路
政
令
｝
泣
き
、
徳
川
領
閤
体
制
仰
の
第

ぬ
幕
府
領
を
設
定
し
つ
つ
あ
っ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

一
歩
を
築
く
と
と
も
に
、
珪
臣
氏
の
領
閣
で
あ
る
摂
津
に
さ
え
、
有
馬
氏
な
ど
徳
川
氏
に
帰
属
し
た
大
名
を
配
し
、
少
な
か
ら

こ
の
よ
う
な
状
況
の
下
で
、
農
長
八
年
、
家
康
に
よ
っ
て
江
戸
幕
府
が
開
設
さ
れ
、
そ
の
後
ま
も
な
く
全
国
の
諸
大
名
に
摺

絵
詞
・
郷
帳
の
提
出
が
命
ぜ
ら
れ
た
。
従
来
、
こ
の
命
令
は
、
慶
長
十
年
に
出
さ
れ
た
も
の
と
さ
れ
て
き
た
。

幕府と諸務第一節

し
か
し
、
前
年

の
山
成
長
九
年
に
は
、
す
で
に
い
く
つ
か
の
閣
で
悶
絵
図
事
業
が

慶長摂津悶絵図（部分）

開
始
さ
れ
て
い
た
事
実
が
近
年
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
実
際
に
は

慶
長
十
年
よ
り
何
十
い
時
期
に
布
迷
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
時
の
間
絵
図
事
業
は
、
調
尾
吉
次
、
津
田
秀
政
を
総
泰

行
と
し
て
実
施
さ
れ
、
全
罰
を
東
凶
に
分
け
て
、
焼
津
・
播
磨

を
含
む
商
国
一
二
三
カ
闘
が
、
津
聞
の
約
一
当
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ

写真 21

る
。
関
絵
鴎
の
作
成
・
提
出
に
あ
た
っ
た
の
は
、
そ
の
国
を
鋲

有
す
る
国
持
大
名
で
あ
る
場
合
が
多
か
っ
た
が
、
摂
津
間
に
つ

い
て
は
、
国
絵
国
の
余
尚
に
「
伏
麗
飛
騨
守
」
「
水
原
石
見
守
」

うI



の
名
が
併
記
さ
れ
、
そ
の
後
に
「
片
桐
東
市
正
改
之
L

の
記
載
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
伏
屋
・
水
原
の
両
名
が
絵
間
作
成
の
実
務

担
当
者
、
片
樹
立
克
が
総
轄
責
任
者
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
、
伏
屋
・
水
原
は
大
坂
の
仙
波
臣
秀
頼
に
仕
え
る
大

時
に
、
慶
長
十
年
代
に
摂
津
・
湾
内
・
和
泉
一
一
一
カ
国
の
国
奉
行
を
務
め
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
。

坂
衆
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
り
、
片
桐
且
一
克
は
、
慶
長
十
年
当
時
大
和
竜
田
を
本
拠
に
二
万
八
千
石
を
領
有
す
る
大
名
で
あ
る
と
同

現
在
、
幕
府
に
提
出
さ
れ
た
鹿
長
国
絵
閣
の
正
問
は

切
残
さ
れ
て
い
な
い
が
、
諸
国
の
大
名
ら
が
所
持
し
た
控
関
や
後
陛

前
・
周
防
・
長
門
・
筑
前
・
肥
前
・
肥
後
の
七
点
の
み
で
あ
る
。

と
り
わ
け
、
こ
れ
ら
の
中
で

の
写
図
と
思
わ
れ
る
も
の
が
若
手
残
存
し
、
そ
の
う
ち
慶
長
国
絵
図
と
し
て
確
認
で
き
る
の
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
摂
津
・
越

も
、
摂
津
間
絵
図
（
西
宮
市
立
郷
土
資
料
館
蔵
）
は
、
様
式
・
内
容
い
ず
れ
の
点
に
お
い
て
も
、
幕

府
の
指
示
し
た
基
準
に
最
も
か
な
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
各
村
は
幕
府

の
指
示
通
り
小
判
型
（
絡
円
型
）
の
村
形
を
用
い
て
図
示
し
、
そ
の
村
形
の
枠
内
に
村
名
を
、
枠

外
に
村
高
を
記
し
て
、
各
村
形
を
郡
単
位
に
色
分
け
し
て
い
る
。

ま
た
、
所
領
関
係
や
領
主
名

は
一
切
関
示
せ
ず
、
純
粋
に
郡
村
を
単
位
と
し
て
作
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
都
単
位
の
里
数
・

田
畑
高
な
ど
が
記
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
、
幕
府
の
要
求
し
た
内
容
を
ほ
ぼ
完
全
に
備
え
て

お
り
、
そ
の
後
の
国
絵
図
の
様
式
・
内
容
の
確
立
に
連
な
る
も
の
と
し
て
評
価
さ
れ
る
。

表
2
は
、
慶
長
国
絵
閣
に
示
さ
れ
た
、
市
域
に
合
ま
れ
る
摂
津
三
郡
の
石
高
・
回
畑
而
街
・

里
数
を
表
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

里
と
は
、
後
に
い
う
と
こ
ろ
の
近
世
的
な
村
と
同
義
で
は
な

く
、
当
時
の
現
実
の
集
落
を
意
味
し
て
い
る
も
の
と
み
ら
れ
る
。

た
と
え
ば
、
地
環
的
に
少
し

摂津3郡の石高・ IIJj:j!l溜積・思数

（店主；長10年（1605）頃）

郡名 石 高 出畑面積 ID. 数

石 聞I反畝 :'tミ
有馬書店 29,218.000 2, 436. 1. 8. 14 106村

菟原郡 11,187.400 971. 8. 9. 23 55村

入部郡 17, 580. 770 1, 556. 6. 4. 15 50村

表 2

ラ2
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離
れ
た
複
数
の
集
落
は
、
複
数
の
里
と
し
て
数
え
ら
れ
て
い
な
が
ら
、
閉
じ
村
名
が
つ
け
ら
れ
て
お
り
、
逆
に
異
な
る
村
名
を

山
山近

も
つ
い
く
つ
か
の
集
落
す
な
わ
ち
里
が
一
括
し
て
高
付
け
さ
れ
て
い
る
場
合
も
見
ら
れ
、
虫
数
と
村
数
と
が
完
全
に
は
一
致
し

て
い
な
い
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
、
村
切
り
以
前
の
状
況
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
幕
府
の
意
図
、
が
、
各
悶
郡
内
の
個
別
村
落
の
把

歴史編阻

と
の
反
映
で
あ
ろ
う
。

握
、
行
政
村
の
確
定
に
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
全
国
の
生
産
力
を
関
郡
を
単
位
と
し
て
包
括
的
に
学
撞
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
こ

一
方
、
作
成
時
期
を
厳
衡
に
確
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
の
、
慶
長
期
の
悶
絵
図
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
も
の
も
残
存

し
て
お
り
、
播
磨
悶
絵
図
（
天
理
図
書
館
蔵
）
も
そ
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
る
。

こ
の
間
絵
閣
は
、
作
成
年
月
や
幕
府
の
指
示
し
た

が
、
元
和
五
年
（
二
ハ

郡
高
・
村
高
等
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
が
、
川
も
と
も
と
岡
山
寵
池
間
家
の
家
老
土
倉
家
に
残
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
川
wmm
石
城

の
港
ま
で
の
運
河
が
、
完
成
し
た
状
態
で
関
示
さ
れ
て
お
り
、

九
）
築
城
の
現
在
地
に
な
く
、
船
上
（
明
石
古
城
）
に
あ
る
こ
と
、
同
院
路
か
ら
南
方
約
一
毘
半
の
飾
磨

工
事
が
中
止
さ
れ
た
慶
長
十
七
年
以
前
に
、
完
成
を
予
想
し
て

作
成
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
な
ど
か
ら
慶
長
期
の
成
立
と
み
て
、

幕府と諮若草第一節

慶長j餐庭医i
絵図（部分）

写Zミ22

ほ
ぼ
間
違
い
あ
る
ま
い
。

鹿
長
悶
絵
閣
は
、
間
部
を
単
位
と
し
て
作
成
す

る
と
い
う
基
本
原
則
は
設
か
れ
て
い
る
も
の
の
、

そ
の
後
の
国
絵
図
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
統
一
さ

れ
た
様
式
と
内
容
を
備
え
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
ο

し
か
し
、
当
時
ま
だ
大
坂
に
秀
頼
が
存
在
し
て
い

る
ー
こ
い
M

つ

定
の
緊
張
関
係
の
も
と
で
、
諸
国
の

ラ3



国
絵
図
・
郷
帳
が
比
絞
的
絞
期
間
に
作
成
さ
れ
、
多
く
が
い
波
長
十
年
中
に
幕
府
に
拠
出
さ
れ
た
こ
と
の
怠
味
は
大
き
い
。
す
な

わ
ち
、
関
ケ
原
戦
後
江
戸
幕
府
を
開
設
し
、
実
質
的
な
覇
権
を
握
っ
た
徳
川
家
の
、
中
央
政
権
と
し
て
の
地
位
を

時
四
二
、
－

にご
d
J
aノ

」
と
に
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。

大
坂
陣
後
の

所
領
配
鐙

全
闘
で
郷
帳
・
閤
絵
留
の
作
成
事
業
が
す
す
ん
で
い
た
慶
長
十
年
四
月
、
徳
川
家
肢
は
将
軍
職
を
三
男
秀
忠

に
譲
っ
た
。
こ
れ
を
、
徳
川
家
に
よ
る
将
軍
世
襲
の
決
意
表
切
で
あ
る
と
受
け
と
め
た
攻
問
中
本
は
、
当
然
大

き
な
打
撃
を
受
け
た
。

し
か
も
家
康
は
、
秀
忠
の
将
軍
職
世
襲
を
機
に
秀
頼
が
上
浴
し
、
実
質
的
に
は
徳
川
家
に
臣
下
の
礼
を

と
る
よ
う
に
促
し
た
た
め
、
こ
れ
を
拒
ん
だ
盟
陸
方
と
の
対
立
・
緊
張
関
係
は
ま
す
ま
す
深
ま
っ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。

た
だ
慶
長
十
六
年
一
二
月
、
秀
頼
が
上
洛
し
て
、
後
水
尾
天
皇
の
即
位
式
に
参
列
す
る
た
め
に
二
条
城
に
米
て
い
た
家
康
と
会

見
し
た
こ
と
は
、
県
臣
家
が
徳
川
家
に
臣
従
し
た
こ
と
を
天
下
に
表
明
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
豊
臣
家
と
の
緊
張
関
係
が
そ

の
後
も
持
続
す
る
こ
と
に
不
安
な
覚
え
て
い
た
家
康
は
、

い
わ
ゆ
る
方
広
寺
の
鎧
銘
事
件
を
機
に
、

一
挙
に
投
距
方
を
追
い
つ

め
、
つ
い
に
慶
長
十
九
年
十
月
と
、
殺
年
五
月
の
両
度
に
わ
た
る
大
坂
の
陣
で
、
豊
臣
家
を
滅
亡
さ
せ
て
し
ま
う
。

一
九
世
紀
に
整
班
さ
れ
た
諸
大
名
の
賞
罰
記
録
で
あ
る
つ
廃
絶
録
し
の
元
和
一
万
年
（
二
ハ

五
）
の
項
に
は
、
秀
頼
に
つ
い
て

J
ハ
十
五
万
七
千
問
河
石

肢
州
大
坂
城

γ
争
点
、
私
二
千
1
1
J

マ
叶
J

刈川

H
1

、

昨
日
狩
．
初
，
Mr
．
治
相
長

i

j

、l

z
z
y
f
 大
坂
城
に
お
い
て
二
十

記
し
て
い
る
。

こ
う
し
て
、
大
坂
の
両
陣
で
豊
臣
氏
が
滅
び
去
っ
た
こ
と
は
、
畿
内
各
国
の
大
名
配
置
、
所
領
配
置
に
大
き
な
変
化
を
も
た

ら
す
こ
と
に
な
っ
た
。
摂
津
に
お
い
て
も
、

一
五

1
二
O
万
お
か
｝
有
し
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
捜
臣
秀
頼
の
所
領
の
大
部
分
は

幕
府
綴
に
編
入
さ
れ
た
。
大
坂
の
陣
後
の
所
領
配
授
を
示
し
て
い
る
と
さ
れ
る
「
摂
津
二
国
高
御
改
帳
一
に
よ
れ
ば
、
摂
津
に

54 
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お
け
る
幕
府
領
の
占
め
る
比
率
は
、
全
村
高
の
一
一
一
八
・
四
%
に
至
っ
て
い
る
。
と
り
わ
け
市
域
の
菟
原
郡
・
八
部
郡
で
の
幕
府

領
比
率
は
、
こ
の
時
期
総
め
て
高
く
、
前
者
で
は
八
二
・
一
二
%
、
後
者
で
は
八
一
一
了
一

%
に
及
ん
で
い
る
。

し
か
し
こ
の
所
領

配
置
は
、
そ
の
後
さ
ら
に
徳
川
家
に
よ
る
畿
内
支
配
体
制
機
立
の
線
に
沿
っ
て
、
大
き
く
変
動
す
る
。

そ
の
第
一
段
階
と
も
い
う
べ
き
も
の
が
、
元
和
三
年
七
月
に
行
わ
れ
た
、
摂
津
・
播
磨
を
中
心
と
す
る
関
替
で
あ
る
。
ま
ず

七
月
十
回
目
、
娘
路
藩
に
、
池
田
氏
に
か
わ
り
伊
勢
田
桑
名
か
ら
譜
代
の
本
多
忠
政
が
入
封
し
た
。
池
田
氏
は
、
輝
政
の
跡
を

継
い
だ
利
際
が
早
散
し
、
そ
の
継
闘
光
政
が
ま
だ
幼
少
で
あ
る
こ
と
を
浬
出
に
、
間
隔
悶
鳥
取
へ
移
封
さ
れ
た
。
そ
の
あ
と
へ

入
っ
た
の
が
本
多
忠
政
で
あ
る
。
忠
政
は
、
部
屋
伎
の
子
忠
刻
の
夫
人
千
姫
（
将
箪
秀
忠
の
娘
、
初
め
豊
臣
秀
頼
の
夫
人
）
に
与
え
ら

れ
た
一

O
万
酒
の
化
粧
料
を
含
め
て

一
五
万
石
止
な
知
行
す
る
こ
と
と
な
り
、
さ
ら
に
同
年
九
月
、
忠
刻
の
弟
本
多
政
朝
が
、
龍

野
藩
五
万
五
の
領
主
と
し
て
入
封
す
る
に
及
び
、
播
磨
に
お
け
る
本
多
父
子
の
領
有
は
一
一
一

O
万
石
に
の
ぼ
っ
た
。

さ
ら
に
、
間

年
七
月
二
十
八
日
に
は
、
家
康
の
的
日
孫
、
小
笠
原
忠
真
が
信
濃
悶
松
本
か
ら
二
万
石
の
加
増
を
受
け
一

O
万
石
で
明
石
に
入
卦

し
（
付
表
2
）、

こ
こ
に
、
播
磨
に
お
け
る
舵
路
・
明
石
・
龍
野
の
静
代
三
藩
が
成
立
し
た
こ
と
に
な
る
。

一
方
肢
津
に
お
い
て

も
、
同
年
七
月
二
十
五
日
、
近
江
国
際
所
か
ら
こ
万
石
の
加
増
を
受
け
五
万
石
で
、

田
氏
鉄
が
尼
崎
に
入
封
し
（
付
表
3
）、

摂
津
初
の
譜
代
藩
が
部
設
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
、
元
和

の
摂
播
関
替
は
、
摂
津
・
播
終
に
議
代
大
名
を
進
出
さ
せ
る

幕府と諸税

結
果
を
も
た
ら
し
た
と
い
え
よ
う
（
付
図
1
）。

所
領
配
置
変
動
の
第
二
段
階
は
、
元
和
五
年
、
大
坂
が
幕
府
直
結
地
と
な
っ
た
こ
と
に
始
ま
る
。
同
年
七
月
、
大
坂
の
陣
後
、

第一節

市
中
復
興
に
尽
力
し
て
き
た
松
平
忠
明
が
二
一
万
石
の
加
増
を
受
け
て
大
和
郡
山
へ
移
謝
さ
れ
た
後
、
大
援
は
幕
府
領
に
編
入

さ
れ
た
。

そ
し
て
翌
八
月
に
は
伏
見
城
を
廃
し
、
域
代
・
域
番
な
大
坂
に
移
し
、
初
の
大
坂
城
代
と
し
て
、
伏
見
城
代
内
藤
信
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正
が
着
任
し
た
。
問
時
に
二
名
の
大
坂
町
奉
行
も
任
じ
ら
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
大
坂
は
、
問
日
本
の
軍
事
的
・
政
治
的
拠
点
と

し
て
位
寵
づ
け
ら
れ
た
と
い
え
よ
う
。

そ
の
後
大
波
誠
代
・
大
坂
定
番
（
城
努
）
に
任
じ
ら
れ
た
大
名
は
、
大
坂
周
辺
に
、
勝
地

か
あ
る
い
は
本
閣
の
所
領
に
加
え
て
の
飛
地
か
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
大
坂
城
代
阿
部
正
次
に
、
寛
、
氷

（
一
六
二
六
）

摂
津
凹
郡
の
う
ち
三
万
石
が
加
増
さ
れ
（
付
表
4
）
、
盛
安
元
年
ご
六
四
八
）
、
大
坂
定
祷
保
科
正
点
（
日
付
表
5
）
、
内
藤
信
広
に
、

川
辺
郡
以
下
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
一
万
石
が
加
哨
さ
れ
た
の
が
初
例
で
あ
る
と
い
う
。

以
上
の
よ
う
な
、
大
坂
陣
後
の
所
領
配
置
の
変
遷
を
総
括
的
に
示
す
も
の
と
し
て
あ
げ
た
の
が
図
3
（
付
表
1
）
で
あ
る
。
こ

れ
に
よ
っ
て
、
正
保
期
に
い
た
る
所
領
配
置
の
特
徴
を
、
大
波
の
陣
後
（
元
和
一
二
年
六
月
以
前
）
と
比
較
し
つ
つ
、
市
域
に
重
点
を

置
い
て
整
理
し
て
お
こ
う
。

第

は
、
有
馬
郡
に
お
い
て
、
新
た
に
幕
府
飯
・
他
悶
大
名
鎖
の
飛
地
が
設
定
さ
れ
た
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
。
先
述
の
よ
う

に
、
有
馬
一
郡
は
慶
長
七
年
以
降
、
福
知
山
藩
有
馬
氏
の
知
行
地
で
あ
っ
た
が
、
一
克
和
六
年
有
馬
氏
は
久
留
米
に
転
封
さ
れ
、

寛
永
三
年
以
降
有
馬
郡
に
も
大
坂
城
代
の
飛
地
が
設
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

さ
ら
に
同
年
、

松
平
垂
直
の
一
一
一
間
帯
（
三
万

石
）
が
成
立
し
、
有
馬
郡
の

部
も
一
一
一
回
藩
期
限
と
な
っ
た
（
付
表
6
）。

有
馬
氏
転
封
以
後
と
考
え
ら
れ
、

幕
府
領
の
設
定
は
、

正
保
期
に
至
っ
て
有
馬
郡
は
、
幕
府
領
、
一
一
一
回
藩
領
、
大
坂
城
代
領
な
ど
が
入
り
組
む
、
複
雑
な
所
領
配
置
に
な
っ
た
と
い
え

L
4
h勺
ノ
。

第
二
は
、
大
坂
の
陣
後
、
幕
府
領
比
中
学
が
全
村
高
の
入
O
%
以
上
を
占
め
て
い
た
菟
原
郡
・
入
部
郡
の
過
半
の
村
々
が
、
元

和
一
二
年
七
月
に
創
設
さ
れ
た
尼
崎
藩
領
と
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
図
3
を
見
る
と
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
の
両
部
で
は
、
正
保
期

の
尼
崎
務
領
と
幕
府
領
の
合
計
が
全
村
高
に
占
め
る
比
率
は
、
菟
原
郡
が
八
二
・
一
一
一
彰
＼

入
部
郡
が
九

0
・
五
%
で
あ
り
、
大

56 第二主主近lit社会の成立
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坂
の
陣
後
の
幕
府
倣
比
率
に
ほ
ぼ
照
応
し
て
い
る
。
こ
の
地
域
に
、
幕
府
領
を
割
い
て
で
も
城
持
ち
の
確
間
た
る
諸
代
藩
を
創

設
し
よ
う
と
し
た
幕
府
の
意
図
が
切
般
に
示
さ
れ
て
い
る
。

第
一
一
一
に
、
播
踏
の
切
お
郡
・
美
議
（
一
一
一
木
）
郡
（
一
部
）
は
、
明
石
城
主
小
笠
原
忠
真
が
寛
、
氷
九
年
に
山
口
以
前
田
小
倉
へ
移
封
に
な

っ
た
後
も
、
翌
十
年
に
は
一
戸
田
康
直
（
七
万
石
）
、
同
十
六
年
に
は
大
久
保
忠
職
（
七
万
石
）
と
、

あ
い
つ
い
で
入
部
し
た
譜
代
大

名
の
支
配
下
に
一
貫
し
て
置
か
れ
た
。

こ
う
し
て
長
ら
く
豊
臣
政
権
の
強
い
影
響
の
下
に
あ
っ
た
神
戸
市
域
の
摂
津
一
一
一
郡
、
橋
際
一
一
郡
は
、
正
保
期
に
、
静
代
藩
を

中
心
に
幕
府
領
、
大
坂
城
代
領
、
旗
本
領
が
入
り
組
む
近
枇
的
所
領
配
授
の
原
型
を
一
部
す
に
盗
っ
た
と
い
え
よ
う
。

正
保
期
に
原
型
の
で
き
上
が
っ
た
市
域
の
所
領
配
置
は
、
そ
の
後
大
き
な
変
動
を
み
る
こ
と
な
く
、
天
和
・
宏
、
氷
期
に
明
石

藩
、
尼
崎
藩
が
定
着
す
る
こ
と
で
、

ほ
ぼ
国
定
し
た
と
い
え
よ
う
。

一
冗
禄
国
絵

図
と
郷
帳

慶
長
国
絵
図
の
後
、
幕
府
は
正
保
元
年
蒋
び
全
国
的
に
間
絵
図
・
郷
帳
の
作
成
を
命
じ
た
。
そ
の
う
ち
悶
絵
図

の
写
関
と
み
ら
れ
る
も
の
が
摂
津
は
京
都
府
立
総
合
資
料
館
に
、
播
磨
は
簡
略
化
さ
れ
た
図
が
新
宮
町
八
幡
神

社
（
同
町
中
央
公
民
館
保
管
）
に
あ
り
、
ま
た
郷
帳
の
方
も
そ
の
写
本
と
み
ら
れ
る
も
の
が
、
両
国
分
と
も
司
兵
庫
県
史
』
（
史
料
編

近
位
二
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
お
よ
そ
五

O
年
を
経
た
元
禄
十
年
（
二
ハ
九
七
）
、
幕
府
は
も
う
一
度
全
国
的
な
閏
絵
霞

・
郷
娠
の
改
訂
を
実
施
し
た
。

こ
の
、
悶
絵
図
改
訂
は
幕
府
の
命
に
よ
り
、
播
磨
闘
は
本
多
忠
悶
（
姫
路
滞
）
、
脇
坂
安
照
（
波
野
務
）
、
松
平
直
明
（
明
石
務
）
、

浅
野
長
短
（
赤
穂
務
）
の
四
大
名
、
接
津
田
は
永
井
直
達
（
高
槻
滞
）
、

（尼崎市消）、

九
鬼
隆
久
（
一
一
一
閃
滞
）
の
三
大
名
が

そ
れ
ぞ
れ
共
同
で
受
け
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
。

た
だ
し
、
こ
の
う
ち
赤
穂
藩
は
元
禄
十
四
年
に
、

い
わ
ゆ
る
赤
穂
事
件
で
藩
主

ラ8第二：常近世主t会の成立



の
献
上
は
一
万
緑
十
五
年
十
一
一
月
で
あ
り
、
全
国
で

が
切
腹
し
葎
は
取
り
潰
し
と
な
っ
た
た
め
、
播
磨
の
国
絵
図
・
郷
帳
の
紙
上
は
、
赤
認
を
除
く
一
一

議
遅
か
っ
た
と
い
う
。

近

に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
。
そ

組：

的
に
正
保
国
絵
留
を
踏
襲
し
な
が
ら
も
、

燈5た義諸国

正
保
関
絵
図
で
は
、
村
名
・
石
高
の
ほ
か
領
主
名
や
海
陸
交
通
の
情
報
も
記
入
さ
れ
た
の
に
対
し
、
一
克
縁
関
絵
閣
は
、
基
本

幕府と諸務第一節

っ
御
領
、
私
領
、
寺
社

領
空
間
問
、
仕
分
け
無
用
に
候
、
も
っ
と
も
御
代
宮
地
頭
の
名
書
も

無
用
の

と
領
分
記
載
が
不
必
要
で
あ
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
た

点
、
あ
る
い
は
、
国
郡
区
画
の
記
載
な
と
り
わ
け
厳
正
に
行
う
よ

元禄摂津間絵図（部分）

う
指
示
し
た
点
な
ど
、
正
保
関
絵
閣
と
比
べ
て
mm披
な
差
異
も
見

出
し
得
る
。

一
方
、
悶
絵
閣
と
と
も
に
提
出
さ
れ
た
郷
帳
は
、
正
保
期
の
も

の
と
比
べ
て
著
し
く
簡
略
化
さ
れ
た
点
に
特
徴
が
あ
る
。
幕
府
は
、

写真 23

元
禄
郷
帳
の
作
成
に
つ
い
て
、
川
w表
紙
に
「
何
回
郷
帳
」
と
記
し
、

ω各
郡
加
に
村
高
を
列
挙
し
、
同
そ
の
あ
と
に
郡
の
石
高
お
よ
び

村
数
を
ま
と
め
て
、
何
最
後
に
一
回
総
高
お
よ
び
総
村
数
を
記
す

ょ
う
、
様
式
を
指
示
し
た
。

神
戸
市
域
に
関
係
す
る
摂
津
・
播
酵
の
元
禄
郷
帳
は
い
ず
れ
も

写
本
で
は
あ
る
が
、
数
種
残
さ
れ
て
お
り
、
な
か
で
も
幕
府
の
指
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一
不
通
り
の
様
式
に
基
づ
い
て
作
成
さ
れ
て
い
る
も
の
に
、
龍
野
市
立
図
書
館
所
蔵
の
「
播
磨
間
郷
帳
ー
一
、
柿
衛
文
庫
所
蔵
の
「
摂

津
国
高
附
帳
」
（
こ
の
表
題
は
後
年
の
も
の
で
、
内
表
紙
に
「
摂
津
間
郷
帳
」
と
あ
る
）
が
あ
る
。
ま
た
、
幕
府
の
指
示
し
な
い
支
配
領

主
名
を
加
筆
し
た
郷
帳
と
し
て
は
吋
神
戸
市
史
恥
（
資
料
二
）

に
掲
載
さ
れ
て
い
る
大
蔵
省
所
抜
本
が
あ
る
。
こ
れ
は
、

「

フじ
禄

十
五
年
一
一
月
」
と
い
う
作
成
年
月
や
、
作
成
を
担
当
し
た
青
山
・
永
井
・
九
鬼
の
一
一
一
大
名
の
署
名
の
ほ
か
、
村
名
・
村
高
・
支

配
領
主
名
す
べ
て
が
自
記
さ
れ
て
お
り
、
幕
府
の
指
示
通
り
で
は
な
い
も
の
の
、
最
も
詳
細
な
内
容
を
備
え
た
も
の
と
な
っ
て
い

る。
一
方
、
国
立
史
料
館
所
蔵
の
「
摂
津
郷
帳
」
「
播
磨
郷
帳
L

は
、
い
ず
れ
も
変
則
的
な
写
本
系
統
に
属
す
る
も
の
と
思
わ
れ
、

幕
府
が
要
求
し
た
村
高
の
記
載
を
欠
い
て
い
る
。
前
者
は
、
村
名
と
支
配
領
主
名
だ
け
が
記
さ
れ
、
後
者
に
五
つ
て
は
村
名
が

列
挙
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

さ
ら
に
、

「
摂
州
一
一
回
帳
」
（
「
武
井
報
数
会
文
書
L

）
は
、
表
紙
に
つ
一
克
一
徐
八
亥
年
之
頃
之
帳
也
」
と
記
さ
れ
て
い
る
た
め
元
禄

郷
帳
と
思
わ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
摂
津
国
の
元
禄
郷
帳
は
、
前
述
の
通
り
十
五
年
に
提
出
さ
れ
て
お
り
、
し
か
も
「
摂
州

帳
」
に
示
さ
れ
て
い
る
村
高
・
村
数
・
支
配
領
主
名
か
ら
見
て
も
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
正
保
郷
帳
を
基
礎
と
し
て
い
る
と
考
え

て
よ
い
。
こ
の
「
摂
州
一
関
帳
」
は
、
村
ご
と
郡
ご
と
に
、
十
中
高
の
ほ
か
新
田
高
や
名
所
な
ど
ま
で
記
さ
れ
て
お
り
、
末
尾
に

は
本
高
・
新
田
高
ご
と
の
銀
納
分
も
書
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。

さ
て
、
龍
野
市
立
図
書
舘
所
蔵
の
元
禄
郷
帳
、
を
、
同
じ
く
問
図
書
舘
所
蔵
の
正
保
郷
帳
と
比
較
し
て
み
る
と
、
正
保
郷
帳
は
、

部
村
別
の
石
高
記
載
を
基
調
に
し
な
が
ら
も
、
所
領
関
係
・
領
主
名
が
併
記
さ
れ
、
各
村
高
に
は
逐
一
、

周
知
別
内
訳
の
高
が

示
さ
れ
、
さ
ら
に
皐
損
地
、
松
山
、
松
原
、
草
山
、
芝
山
の
有
無
な
ど
生
産
諸
条
件
や
山
林
原
野
の
稲
別
ま
で
が
詳
細
に
書
き

6。

国
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込
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
元
禄
郷
娠
は
、
詳
細
な
説
明
的
記
述
の
す
べ
て
を
削
除
し
、
郡
村
別
石
高
を
羅
列
し
た
極
め

て
簡
略
な
も
の
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
綱
吉
政
権
の
下
で
、
確
聞
た
る
幕
府
権
力
を
背
景
に
五
年
以
上
の
年
月
を
か
け
て
作
成
さ
れ
た
元
掠
恩
絵
間
・

郷
帳
は
、
規
格
・
様
式
が
細
部
に
わ
た
っ
て
統
一
さ
れ
、
所
領
関
係
や
説
明
的
記
述
を
排
し
た
純
粋
な
掴
郡
図
、
間
部
別
拝
領

ム
回
向
帳
的
内
容
が
、

一
層
強
化
さ
れ
た
も
の
に
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。

2 

幕
落
支
記
の
諸
相

慶
長
期
の

思
議
申
行

関
ケ
原
戦
後
か
ら
大
坂
の
縛
に
至
る
段
階
の
、
幕
府
領
支
配
に
つ
い
て
知
り
得
る
と
こ
ろ
は
極
め
て
少
な
い
。

わ
ず
か
に
尼
崎
郡
代
で
あ
っ
た
建
部
氏
や
、
慶
長
十
四
年
（
一
六
O
九
）
以
降
摂
津
田
代
官
を
勤
め
た
長
谷
川
藤

継
が
、
幕
府
領
支
配
に
関
与
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
み
で
、
そ
の
兵
体
的
役
割
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
な
い
。

一
方
幕
府
は
、
慶
長
十
年
代
に
は
畿
内
を
中
心
と
す
る
一
一
カ
割
に
国
奉
行
止
を
置
き
、
幕
府
領
の
み
な
ら
ず
私
領
を
も
含
む

一
圏
全
体
に
及
ぶ
統
治
権
を
行
使
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
摂
津
・
河
内
・
和
泉
一
一
一
カ
閣
の
闘
奉
行
は
片
桐
旦
元
で
あ
り
、

幕府と諸務

先
に
述
べ
た
慶
長
田
絵
間
作
成
の
総
轄
責
任
者
と
し
て
の
投
割
も
、
国
奉
行
と
し
て
関
与
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
慶
長
十

二
年
幕
府
か
ら
、
駿
府
議
問
請
の
た
め
畿
内
近
闘
一

O
カ
留
に
、
幕
府
僚
・
私
領
の
別
な
く
去
百
石
に
一
人
あ
て
の
人
夫
投
が
諜

節第

さ
れ
た
時
「
五
百
石
夫
、
大
波
秀
頼
公
領
分
へ
も
間
前
」
（
『
当
代
記
』
）
と
、

」
の
人
夫
役
徴

秀
頼
領
分
に
も
課
さ
れ
て
お
り
、

発
に
、
片
桐
が
国
奉
行
と
し
て
関
与
し
て
い
た
可
能
性
も
大
き
い
。
さ
ら
に
、
慶
長
九
J
十
年
に
か
け
て
、
摂
津
山
田
庄
、
福

近世上歴史編湿6r 
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原
使
、
上
庄
、
兵
路
津
を
巻
き
込
ん
で
起
こ
っ
た
大
規
模
な
山

論
に
際
し
て
も
、
且
一
万
は
大
坂
の
役
宅
に
当
事
者
二
十
数
名
を

召
喚
の
う
え
対
決
さ
せ
、
同
十
年
二
月
裁
決
を
下
し
て
い
る
。

」
の
山
論
に
関
与
し
た
村
々
の
領
主
に
つ
い
て
は
、
山
間
庄

一
カ
村
の
代
官
が
、
且
元
の
弟
片
桐
主
臨
正
貞
降
で
あ
る
ほ
か

写真 24

詳
し
い
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
が
、

い
ず
れ
に
し
て
も
摂
津
に
お

け
る
片
柄
且
一
苅
の
広
範
な
権
限
が
う
か
が
わ
れ
よ
う
。

上
明
ら
か
で
は
な
い
。

し
台、

し

般
に
、
慶
長
期
の
悶
奉
行
が
一
国
全
体
の
民
放
を
獄
祭
し
、
幕
府
お
よ
び
駿
府
の
指
令
を
悶

摂
津
国
奉
行
と
し
て
の
片
桐
旦
元
自
身
の
事
績
は
、
こ
れ
以

内
に
触
れ
流
し
、

一
間
全
体
か
ら
国
役
（
村
氏
に
対
す
る
五
百
石
夫
・
千
石
犬
や
、
職
人
の
職
能
に
応
じ
た
夫
役
）
を
徴
発
し
た
こ
と
な

ど
は
、
す
で
に
他
国
の
例
か
ら
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
畿
内
の
先
進
性
の
表
現
と
し
て
、
他
地
域
に
比
し
て
圧
儲

的
多
数
に
の
ぼ
る
諸
職
人
を
、
悶
奉
行
が
間
役
と
し
て
徴
発
し
、
大
工
頭
の
中
井
大
和
守
に
統
轄
さ
せ
使
役
し
た
こ
と
の
意
味

は
大
き
い
。
国
奉
行
の
閤
役
徴
発
に
よ
っ
て
、
軍
事
施
設
や
築
域
、
都
市
建
設
、
用
水
開
発
な
ど
が
実
施
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と

要
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

は
、
幕
府
が
中
央
政
権
と
し
て
、
豊
距
氏
や
諸
大
名
に
優
越
し
た
経
済
的
・
寧
事
的
力
設
を
保
持
す
る
う
え
で
、
決
定
的
に

際
津
の
国
奉
行
片
柄
立
元
は
、
大
坂
の
陣
後
ま
も
な
い
元
和
元
年
（
二
ハ
一
五
）
死
去
し
た
。
そ
の
後
、
摂
津
・
河
内
・
和
泉

一
ニ
カ
闘
で
、
大
坂
の
陣
の
戦
後
処
理
に
当
た
っ
た
の
は
菩
多
見
勝
忠
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
元
和
五
年
大
坂
城
代
・
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大
坂
町
奉
行
が
部
設
さ
れ
る
に
及
び
、
従
来
の
悶
奉
行
の
権
眼
は
、

「
摂
河
二
国
仕
置
」
を
行
う
大
坂
町
奉
行
の
権
問
恨
の
中
に

吸
収
さ
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
初
代
大
坂
町
奉
行
に
は
、
久
良
正
俊
、
島
田
夜
時
の
一
一
名
が
任
じ
ら
れ
た
が
、
そ
の
中

の
一
人
、
久
只
が
勺
闇
奉
行
久
只
因
幡
守
L

と
も
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
慶
長
期
調
奉
行
の
権
限
を
継
承
・
吸
収
し
た
、
成

立
当
初
の
大
坂
町
奉
行
の
地
位
を
よ
く
示
し
て
い
る
。

寛
永
婦
の

幕
領
支
配

大
坂
の
陣
の
あ
と
正
保
期
に
至
っ
て
、
近
世
的
所
領
配
置
の
原
型
が
ほ
ぼ
成
立
し
た
こ
と
は
、
前
述
の
通
り
で
、

こ
の
段
階
の
幕
府
領
比
率
は
、
有
馬
郡
で
一
七
%
、

入
部
郡
で
コ
一
七
・
四
%
で
あ
り
、
蒐
原
郡
で
は
大
半
が
尼

崎
藩
領
と
な
っ
て
幕
府
領
は
存
在
し
て
い
な
い
。
こ
こ
で
は
、
大
坂
の
搾
後
か
ら
正
保
期
に
至
る
一
七
段
紀
前
半
の
幕
府
領
支

配
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。

ま
ず
領
地
支
配
の
根
幹
と
も
い
う
べ
き
年
貢
徴
収
の
任
に
あ
た
っ
た
の
が
代
官
で
あ
る
。

幕
府
は
、

寛
永
十
五
年
（
一
六

八
）
、
勘
定
所
の
職
掌
を
上
方
と
関
東
に

一
分
し
、

こ
れ
に
よ
っ
て
幕
府
領
も
上
方
代
官
衆
、

関
東
方
代
官
衆
の
二
系
統
の
代

の
管
轄
下
に
霞
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

一一年（

七
O
五
）
の
寸
御
家
人
分
限
緩
」
に
よ
れ
ば
、
そ
の
当
時
総
代
官
六

名
中
、

回
一
一
一
名
が
上
方
代
官
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。

幕府と諸務

正
保
期
に
市
域
幕
府
僚
の
代
官
、
な
勤
め
て
い
る
の
は
、
有
馬
郡
で
は
松
波
重
布
衛
門
、

八
部
郡
で
は
瓦
味
金
右
衛
門
（
慶
一
際
、

備
前
守
）
、
中
村
杢
右
衛
門
の

こ
の
う
ち
、

松
波
重
右
衛
門
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
な
い
が
、

中
村
主
右
衛
門

で
あ
る
。

は、

ω正
保
二
年
（

六
四
五
）
入
部
郡
西
代
村
の
庄
屋
否
姓
中
に
宛
て
た
年
貢
免
定
の
中
で
、
そ
の
発
行
者
と
し
て
署
名
・
抑

第一節

印
し
て
お
り
、
例
慶
安
元
年
（
二
ハ
白
人
）
に
起
き
た
、
武
路
郡
の
水
論
の
際
に
は
、
検
能
役
人
と
し

っ
て
い
る
。
」

た
五
味
金
右
衛
門
も
、
例
寛
、
氷
十
四
年
・
承
拡
一
冗
年
（
一
六
五
二
）
に
、
署
名
・
押
印
の
う
え
西
小
部
村
の
年
貢
免
定
を
発
行
し
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て
い
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
。
総
じ
て
代
官
が
、
幕
府
領
の
年
貢
徴
収
、

党永20年商小部村免状（代官五味金右倒＂ D

論
所
検
分
な
ど
地
方
支
配
を
主
な
怯
務
と
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

五

し
か
し
一
方
の
五
味
金
右
衛
門
に
つ
い
て
は
、
寛
、
氷
十
年
代
以
降
、
小

堀
遠
州
（
政
一
、
遠
江
守
）
と
と
も
に
上
方
郡
代
と
し
て
、
川
摂
津
だ
け
で

な
く
、
広
く
五
畿
内
の
水
論
・
山
論
な
ど
を
中
心
と
す
る
民
事
的
裁
判
権

を
管
掌
し
て
い
た
こ
と
、
∞
寛
永
十
一
一
一
年
老
中
・
勘
定
頭
の
指
示
に
よ
っ

て
、
播
磨
龍
野
領
代
官
所
年
貢
米
の
う
ち
一
万
石
を
、
尼
崎
城
米
と
し
て

詰
め
置
く
よ
う
、
龍
野
の
代
官
衆
へ
申
し
渡
す
な
ど
、
上
方
幕
府
領
の
代

官
衆
を
統
轄
す
る
立
場
に
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

摂
津
に
お
い
て
も
寛
、
氷
十
八
年
、
旗
本
持
回
数
馬
知
行
所
池
田
村
、
敗
訴

写真 25

間
諜
杉
原
重
長
知
行
所
西
尻
池
村
の
ニ
カ
村
が
、
尼
崎
藩
青
山
氏
の
支
配

す
る
長
田
村
・
東
尻
池
村
を
相
手
ど
っ
て
起
こ
し
た
水
論
で
、

五
味
は
小

返
答
替
を
求
め
る
た
め
の
印
）
を
押
し
て
い
る
。

掘
と
と
も
に
つ
御
郡
代
L

と
し
て
受
訴
し
、
訴
状
に
一
袋
判
（
相
手
方
の
出
廷
、

こ
の
よ
う
に
、
五
味
が
幕
府
領
だ
け
で
は
な
く
複
数
の
旗
本
領
・
大
名
領
に
ま
た
が
る
水
論
を
管
掌
し
て
い
る
こ
と
は
、
上

方
郡
代
が
畿
内
近
閣
の
、

い
わ
ゆ
る
支
配
違
い
の
論
所
に
つ
い
て
も
裁
判
権
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
当
時
、
摂

し
た
が
っ
て
上
方
郡
代
の
主
要

河
ニ
カ
国
限
り
の
刑
事
・
民
事
裁
判
権
は
、
す
で
に
大
坂
町
奉
行
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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な
役
割
は
、
畿
内
近
盟
の
幕
府
領
お
よ
び
支
配
達
い
の
論
所
裁
判
権
を
広
域
的
に
掌
握
す
る
こ
と
、
上
方
幕
府
領
の
代
官
衆
を

集
中
的
に
統
轄
す
る
こ
と
、
の
二
点
に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
五
味
は
少
な
く
と
も
寛
永
十
年
代
以
降
、
承
応
初

年
頃
ま
で
、
摂
津
入
部
郡
村
々
の
個
別
代
官
と
し
て
年
貢
徴
収
に
当
た
る
と
と
も
に
、
上
方
郡
代
を
も
兼
務
し
て
い
た
と
み
る

こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
時
期
の
代
官
所
で
中
心
と
な
っ
て
活
躍
し
た
の
は
、
代
官
手
代
で
あ
る
。

Jγ
代
は
も
と
下
代
に
て
、
鐙
長
中
す
で
に

下
代
と
も
手
代
と
も
い
へ
り
、
即
ち
代
官
た
る
人
の
下
代
（
お
な
り
」

（
『
武
家
名
目
抄
』
）
と
あ
る
。

こ
う
し
た
代
官
手
代
（
下
代
）
の
具
体
的
在
り
方
を
、
覚
、
氷
十
四
年
九
月
、
幕
府
領
自
川
村
村
民
け
い
あ
て
て
五
味
金
右
衛
門
の

名
で
出
さ
れ
た
「
定
」
を
手
掛
か
り
に
み
て
お
こ
う
。
こ
の
「
定
」
は
全
一

一
カ
条
か
ら
な
り
、
そ
の
内
容
は
大
き
く
一
一
一
点
に

分
け
ら
れ
る
。
ま
ず
第
一
は
、
年
武
の
納
め
ガ
を
指
示
し
た
一
連
の
筒
条
で
、
免
状
お
よ
び
銀
納
舘
段
の
番
付
な
ど
は
残
ら
ず

村
民
に
見
せ
、

・
年
寄
・
村
氏
立
会
の
も
と
で
公
平
に
免
割
し
、
そ
の
詩
判
を
取
る
こ
と
、

「
析
取
」
（
計
量
）
の
者
は

村
二
人
ず
つ
を
定
め
、
依
仙
品
民
の
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
な
ど
、
年
武
納
付
が
公
平
に
か
つ
全
員
納
得
の
も
と
で
行
わ
れ
る

べ
き
こ
と
を
命
じ
て
い
る
。
第
一
一
は
堤
・
川
除
池
田
請
を
油
断
な
く
行
い
、
竹
木
は
み
だ
り
に
伐
採
す
る
こ
と
な
禁
じ
、

五
人
組

相
互
の
吟
味
を
命
じ
る
な
ど
、
村
政

般
に
か
か
わ
る
内
容
の
条
項
で
あ
る
。

そ
し
て
残
る
第
一
一
一
が
、
代
官
手
代
に
対
す
る
村

幕府と諸滞

民
の
対
応
を
規
定
し
た
一
連
の
条
項
で
あ
り
、
要
約
す
る
と
以
下
の
五
点
に
な
る
。

例
年
貢
納
入
の
際
は
、
手
代
か
ら
請
取
手
形
を
取
る
こ
と
、
向
年
賀
収
納
な
ど
で
滞
在
中
の
手
代
の
賄
い
は
、

一
切
構
う
必

h
n
H
 

第

要
は
な
く
、
臨
味
哨
は
代
官
方
か
ら
払
た
せ
、
飯
米
は
ね
米
の
山
内
か
ら
波
し
、
野
菜
は
代
銭
を
受
け
取
っ
て
波
す
よ
う
に
す
る

こ
と
、
切
手
代
か
ら
米
銭
を
借
り
た
り
、
イ
ヰ
J

代
と
米
銭
衣
類
な
ど
の
商
売
を
し
た
り
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
、
判
手
代
へ
の
礼
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物
は
禁
ず
る
こ
と
、
同
御
用
人
馬
な
出
す
時
は
、
必
ず
そ
の
手
形
を
取
り
泣
き
、
御
用
以
外
に
は
手
代
に
人
馬
を
出
し
て
は
な

ら
な
い
こ
と
、
な
ど
で
あ
る

こ
れ
ら
に
よ
れ
ば
、
幕
付
領
代
官
の
業
務
を
現
地
で
災
際
に
行
う
の
が
手
代
で
あ
り
、
当
時
は
そ
の
手
代
が
、
御
用
人
馬
を

私
的
に
出
さ
せ
、
あ
る
い
は
百
姓
か
ら
の
礼
物
・
供
応
を
当
然
の
こ
と
と
し
て
受
け
、
百
姓
を
相
手
に
、
商
人
・
高
利
貸
的
活

動
を
行
っ
て
い
た
姿
が
、
逆
に
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。

落
領
・
旗
本

領
の
支
配

次
に
こ
こ
で
市
域
に
か
か
わ
る
藩
領
・
旗
本
領
を
ま
と
め
て
お
こ
う
。
大
坂
の
陣
後
で
は
、
先
に
ふ
れ
た
ほ

か
、
大
名
領
に
、
片
桐
点
降
（
小
泉
滞
）
（
付
表
7
）
・
松
平
康
重
（
篠
山
市
帥
）
（
付
表
8
了
時
間
広
定
（
浅
尾
市
消
）
（
付
表
9
）

・
杉
原
長
一
湧
（
山
高
川
添
）
（
付
表

ω）
・
長
谷
川
守
知
（
付
表
口
）
が
あ
り
、
旗
本
僚
に
は
石
河
点
政
・
船
越
永
景
・
島
山
政
信
な
ど
七

人
の
知
行
地
が
あ
っ
た
（
付
表
U
J
凶）。

紙
一
千
康
重
は
徳
川
家
静
代
の
家
院
で
あ
り
、
杉
原
長
一
房
・
長
谷
川
守
知
は
関
ケ
原
戦
の
時
に
徳
川
方
に
級
し
、
片
桐
点
降
・

時
間
広
定
は
豊
臣
方
の
家
臣
か
ら
召
し
出
さ
れ
た
大
名
で
、

い
ず
れ
も
わ
ず
か
な
が
ら
飛
地
領
を
有
し
て
い
る
。
石
河
良
政
は

山
低
限
方
の
家
臣
で
あ
っ
た
が
、
関
ケ
原
戦
で
徳
川
方
に
つ
き
、

の
ち
家
康
に
召
し
出
さ
れ
て
そ
の
旗
本
に
な
り
、
船
越
、
氷
景
は
、

父
景
障
が
生
前
の
秀
吉
か
ら
受
け
て
い
た
勘
気
を
家
康
が
と
り
な
し
た
こ
と
か
ら
、
円
十
く
徳
川
方
に
つ
き
、
白
山
政
信
も
父
の

代
か
ら
家
康
方
で
、

い
ず
れ
も
領
地
の

部
を
市
域
に
有
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

元
和
一
一
一
年
尼
崎
藩
・
明
石
落
が
創
設
さ
れ
た
あ
と
、
さ
ら
に
覚
、
氷
期
に
は
有
馬
郡
で
、
改
め
て
一
一
一
回
藩
領
と
大
坂
城
代
阿
部

正
次
領
が
設
定
さ
れ
、

城
代
異
動
の
あ
と
は
、

慶
安
期
に
大
坂
定
悉
に
任
ぜ
ら
れ
た
保
科
正
点
（
飯
野
務
）
領
、

同
阿
部
信
感

（
間
郎
総
）
領
（
付
表
悶
）
が
授
か
れ
た
。
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こ
う
し
て
市
域
は
、
潜
代
大
名
領
、
城
代
・
定
番
大
名
領
、
旗
本
領
、
幕
府
領
の
入
り
組
ん
だ
所
領
配
般
の
状
態
と
な
り
、

以
後
幕
末
ま
で
こ
の
型
が
基
本
的
に
維
持
さ
れ
て
い
く
。

し
か
し
部
分
的
な
変
動
は
そ
の
後
も
続
い
た
。
ま
ず
正
保
二
年
盟
関
藩
で
末
期
提
子
に
よ
る
減
石
が
あ
り
、
市
械
で
の
領
地

が
幕
府
領
に
収
め
ら
れ
、
宝
永
八
年
尼
崎
帯
主
所
待
え
の
時
は
、
新
着
の
松
一
千
忠
喬
の
知
行
高
が
、
前
任
の

り
/¥ 

千
石
少
な
く
、
菟
原
・
八
部
両
郡
で
一
九
カ
村
、
が
幕
府
領
に
組
み
入
れ
ら
れ
て
い
る
（
付
表
3
）。

ま
た
正
徳

七

本
多
忠
良
が
お
河
藩
五
万
石
に
封
ぜ
ら
れ
た
時
は
、
市
域
に
も
新
し
く
領
地
が
設
定
さ
れ
、
菟
原
・
八
部
両
部
で
一

O
カ
村
が

古
河
滞
領
に
な
っ
た
（
付
表
ぬ
）
。
さ
ら
に

（
一
七
四
六
）
、
郷
三
卿
の
回
安
宗
武
に
封
地
が
与
え
ら
れ
た
時
も
、
市
域
で

は
有
馬
郡
で
九
カ
村
、
が
国
安
領
に
編
入
さ
れ
（
付
表
れ
て
逆
に
寛
延
一
万
年
（
一
七
回
八
）
の
篠
山
藩
松
平
氏
所
州
都
府
え
の
時
は
、
そ
れ

ま
で
市
域
に
あ
っ
た
問
領
が
幕
府
領
に
組
み
入
れ
ら
れ
て
い
る
。

旗
本
領
の
変
動
も
あ
る
。
覚
、
氷
末
期
佐
久
間
実
勝
は
絶
家
の
た
め
、
ま
た
小
泉
藩
に
預
け
ら
れ
て
い
た
与
力
衆
の
伊
藤
伊
左

衛
門
・
西
川
八
右
衛
門
は
片
桐
に
従
わ
な
か
っ
た
か
ど
で
追
放
と
な
り
、
領
地
は
没
収
さ
れ
て
幕
府
領
に
な
っ
て
い
る
（
付
表
げ

。。
J
o

l
 

一
方
寛
文
五
年
（
二
ハ
ム
ハ
瓦
）
伏
見
奉
行
と
な
っ
た
官
時
政
泰
、

じ
O
O）
駿
府
何
十
本
行
と
な
っ
た
鈴
木
重

視
は
、
加
増
を
受
け
て
、
明
和
六
年
伏
麗
為
将
は
采
地
替
え
で
、
新
し
く
市
域
に
も
領
地
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
（
付
表
刀
J
μ
）。

幕府と務務

こ
の
よ
う
に
幕
機
体
制
が
確
立
す
る
に
し
た
が
っ
て
、
近
世
の
日
本
は
厳
格
な
身
分
制
社
会
と
し
て
、
そ
の
支

近
世
の
身

分
制
度

配
体
制
が
全
国
の
隅
々
に
ま
で
貫
か
れ
て
い
っ
た
。

神
戸
市
域
も
も
ち
ろ
ん
そ
の
例
外
で
は
あ
り
得
な
い
。

第一節

「
士
農
工
商
」
は
、
そ
の
通
説
的
な
表
現
で
あ
る
が
、
江
戸
時
代
を
通
じ
て
こ
の
よ
う
な
統
一
的
身
分
序
列
が
あ
っ
た
わ
け
で

ふ
8

h

p
ム
、

0

3
V
J
i
l
u
v
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は
や
く
慶
長
十
九
年
に
著
さ
れ
た
と
さ
れ
る
『
慶
長
見
聞
築
』
に
「
此
の
楽
弥
陀
が
境
界
、
士
農
工
商
の
家
に
も
た
づ
さ
わ

ら
ず
」
と
み
え
、
元
禄
初
年
、
／
、
宝
永
末
年
の
間
に
警
き
縮
ら
れ
た
『
河
内
屋
可
正
問
記
』
に
も
「
士
農
工
商
、
そ
の
家
の
道
を

捨
て
、
家
運
の
長
磁
な
る
卒
、
古
来
い
ま
だ
き
か
ず
」
「
土
農
工
期
医
師
法
師
等
に
至
る
迄
、
其
門
家
々
の
業
有
り
、
其
業
に
怠
る

事
を
歎
く
べ
し
」
な
ど
と
み
え
て
い
る
。
近
世
の
前
期
か
ら
「
士
農
工
商
」
と
い
う
表
現
は
か
な
り
ひ
ろ
く
使
用
さ
れ
て
い
る

と
み
て
い
い
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
こ
れ
を
「
四
民
」
と
呼
ぶ
の
も
一
般
的
で
、
元
文
四
年
（
一
七
三
九
）
刊
の
石
田
梅
岩
『
都
部
問
答
』
に
は
「
土
農
工

商
は
天
下
の
治
ま
る
相
と
な
る
、
四
民
か
け
て
は
助
け
無
か
る
べ
し
L

と
あ
る
。

し
か
し
『
都
部
問
答
』
が
武
士
の
禄
－

m地

の
作
得
・
細
工
人
の
作
料
・
商
人
の
利
を
並
べ
て
い
る
よ
う
に
、

「
士
農
工
商
」
は
い
ず
れ
も
そ
れ
ぞ
れ
の
生
業
（
家
業
）
を
指

称
し
た
も
の
で
、
身
分
と
い
う
よ
り
は
「
職
分
」
を
意
味
し
て
い
る
。

し
か
し
そ
れ
で
も
四
者
の
間
に
序
列
が
あ
っ
た
こ
と
は
、

「
商
人
の
買
利
も
天
下
御
免
の
禄
な
り
。
（
中
略
）
何
以
て
商
人
計
り
を
賎
し
め
嫌
ふ
こ
と
ぞ
や
」
と
の
文
言
に
う
か
が
う
こ
と

が
で
き
る
。

そ
の
意
味
で
「
士
農
工
商
L

は
、
職
分
の
価
値
序
列
を
示
し
た
表
現
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

そ
れ
な
ら
ば
「
え
た
」
「
非
人
」
は
ど
う
な
る
か
と
い
え
ば
、
も
ち
ろ
ん
「
四
民
」
に
は
入
っ
て
い
な
い
。

し
か
し
「
賎
民
」

と
し
て
一
括
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
も
な
い
。

「
四
民
L

に
対
す
る
言
葉
と
し
て
も
っ
と
も
一
般
的
だ
っ
た
の
は
、

「
遊
民
」

で
あ
る
。
亭
保
一
一
一
年
（
一
七
一
人
）
刊
の
西
川
如
見
守
町
人
誕
』
に
「
庶
人
に
四
つ
の
品
あ
り
、
是
を
四
民
と
号
せ
り
、
土
農
工

商
こ
れ
な
り
（
中
略
）
此
四
民
の
外
の
人
倫
を
ば
遊
民
と
い
ひ
て
」
と
か
、

あ
る
い
は
本
多
利
明
『
経
世
秘
策
』
に
「
高
民
ハ

農
民
ヨ
リ
シ
テ
、
士
農
工
商
遊
民
ト
次
第
階
級
立
テ
釣
合
程
ヨ
グ
世
ノ
中
静
一
説
ニ
ア
リ
」
と
み
え
る
。
生
業
に
つ
か
な
い
の
が

「
遊
民
し
で
、
そ
の
代
表
は
僧
侶
な
ど
宗
教
者
、
浪
人
、
芸
能
者
、
時
に
商
人
を
含
む
。
武
士
を
含
ま
な
い
の
が
不
思
議
だ
が
、
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支
配
措
級
た
る
武
士
の
立
場
か
ら
み
た
遊
民
諭
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。

い
ず
れ
に
し
て
も
職
分
論
か
ら
み
る
と
き
、
え
た
・
非
人

の
位
置
付
け
は
な
い
。

身
分
制
度
と
し
て
み
る
と
き
は
、
む
し
ろ
武
士
・
百
姓
・
町
人
の
分
離
が
基
本
と
な
っ
た
。
そ
れ
は
天
正
十
九
年
（
一
疋
九
一
）

の
「
身
分
法
令
」
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
「
奉
公
人
か
ら
あ
ら
し
こ
（
雑
兵
）
」
に
い
た
る
武
士
と
百
姓
・
町
人
の
分
離
、

つ
ま
り

兵
藤
・
農
商
（
工
）
分
離
策
に
よ
っ
て
権
力
的
に
規
定
さ
れ
た
。

さ
ら
に
検
地
や
刀
狩
り
、
人
別
改
め
に
よ
る
戸
籍
編
成
に
よ
っ

て
そ
れ
ぞ
れ
の
身
分
集
団
は
各
居
住
空
間
、

つ
ま
り
城
下
・
都
市
・
村
に
間
定
さ
れ
、
身
分
制
度
は
よ
り
一
関
整
備
さ
れ
る
こ

と
と
な
っ
た
。

お
お
む
ね
一
七
位
紀
前
半
の
こ
と
で
あ
る
。

さ
ら
に
各
身
分
が
近
殴
国
家
に
お
け
る
役
負
担
と
燦
密
に
結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
が
、
身
分
制
を
よ
り
強
固
な
も
の
に
し
た
。

武
士
に
対
す
る
軍
役
、
百
姓
の
百
姓
役
、
町
人
の
町
人
役
に
対
応
す
る
形
で
、
え
た
身
分
に
は
死
牛
馬
の
解
体
処
理
、
皮
卒
業

念
行
い
、
行
刑
・
讐
察
的
役
務
が
付
随
し
た
。
え
た
が
当
初
っ
皮
多
L

と
よ
ば
れ
て
い
た
こ
と
は
、
そ
の
本
来
の
投
務
官
示
し

て
い
る
。
後
述
（
山
一
氏
）
の
よ
う
に
百
姓
同
様
村
落
を
形
成
し
な
が
ら
、
皮
多
と
し
て
別
の
身
分
を
構
成
し
て
い
る
の
は
こ
の
役

負
担
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

と
こ
ろ
が
非
人
に
は
「
乞
食
非
人
」
と
援
び
称
さ
れ
る
よ
う
に
ひ
ろ
く
「
物
貰
い
い
す
る
状

態
を
意
味
す
る
こ
と
が
強
い
が
、
彼
ら
に
も
町
奉
行
所
支
配
の
も
と
で
下
級
の
行
刑
・
響
祭
的
投
務
が
つ
い
て
ま
わ
っ
た
。

幕府と諸活基

寛
保
一
一
一
年
（
一
七
回
一
ニ
）
十
二
月
一
一
十
日
付
で
、
尼
崎
・
間
宮
・
兵
庫
一
ニ
カ
所
の
番
人
頭
か
ら
、
大
坂
四
カ
所
（
鳶
凶
・
天
王
寺
・
送

「
我
々
犠
是
迄
は
大
坂
田
ケ
所
手
下
に
付
か
ず
、

頓
抑
制
・
天
満
）
長
交
に
あ
て
た
連
判
証
文
に
よ
れ
ば
、

一
分
の
頭
致
し
居
り
候

第一節

処
、
此
度
御
吟
味
の
上
、
演
河
両
国
村
々
番
非
人
間
前
に
仰
せ
付
け
ら
れ
候
、
以
来
支
配
請
け
候
上
は
、
御
用
節
の
儀
は
勿
論
、

四
ケ
所
仲
間
作
法
何
事
に
依
ら
ず
、
各
申
し
渡
さ
れ
候
菜
、
少
し
も
違
背
山
中
す
ま
じ
く
侯
」
と
あ
っ
て
、
こ
の
時
ま
で
は
尼
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崎
・
西
宮
・
兵
路
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
非
人
頭
が
居
り
、
大
坂
凹
カ
所
長
吏
仲
間
に
屈
さ
ず
、

一
分
の
頭
一
と
し
て
独
立
し

た
支
配
圏
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
一
一
一
カ
所
が
尼
崎
滞
領
で
あ
る
と
い
う
事
情
も
手
訟
っ
て
い
た
こ
と
と

推
察
さ
れ
る
が
、
同
年
を
境
に
大
坂
田
カ
所
の
配
下
に
組
み
入
れ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
大
坂
四
カ
所
仲
間
は
、

大
坂
町
奉
行
所
の
支
配
下
に
属
し
て
そ
の
行
刑
・
讐
察
的
業
務
の
末
端
を
担
っ
た
た
め
に
、
四
摂
の
非
人
た
ち
も
必
然
的
に
そ

の
役
務
を
負
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
身
分
序
列
と
し
て
み
る
と
き
は
、
武
士
、
百
姓
・
町
人
、
え
た
・
非
人
と
な
り
、

百
姓
・
町
人
を
「
平
人
」
と
呼
ぶ
の
に
対
し
、
え
た
・
非
人
を
「
賎
民
」
と
呼
ぶ
こ
と
も
あ
っ
た
。

さ
ら
に
時
代
を
下
れ
ば
近
世
の
身
分
は
、
右
の
序
列
に
納
ま
り
き
れ
な
い
多
様
な
実
態
を
も
っ
。
村
々
が
不
定
期
に
僚
主
に

提
出
し
た
明
細
帳
に
は
農
民
以
外
の
存
在
と
し
て
、
社
人
・
山
伏
・
虚
無
僧
・
木
挽
・
崖
板
葺
・
座
頭
・
神
子
・
え
び
す
お
ろ

し
・
猿
回
し
・
鉢
た
た
き
・
え
た
・
非
人
・
煙
亡
・
ひ
じ
り
・
浪
人
と
い
っ
た
人
子
宮
挙
げ
て
い
る
。

し
か
も
こ
の
中
に
は
非

人
同
様
独
自
な
身
分
組
織
を
も
つ
も
の
も
あ
り
、
身
分
制
は
複
雑
な
股
開
を
一
万
す
こ
と
と
な
る
。
加
え
て
百
姓
に
も
長
百
姓
と

小
百
姓
、
町
人
に
も
本
町
人
と
借
屋
・
店
借
と
い
う
よ
う
に
、
同
一
身
分
内
に
も
ま
た
身
分
差
が
あ
っ
た
。

3 

検
地
と
年

池
田
・
有
馬

の
慶
長
検
地

関
ケ
原
戦
後
の
慶
長
五
年
（
一
六
O
O）、

橋
磨
一
悶
五
二
万
石
を
与
え
ら
れ
て
入
封
し
た
池
間
輝
政
は
、
翌

慶
長
六
年
、
娘
路
新
放
の
構
築
に
着
手
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
費
用
を
捻
出
す
る
た
め
も
あ
り
、
早
速
検
地

に
取
り
か
か
っ
た
。
検
地
は
、
間
六
年
か
ら
一

O
余
年
か
け
て
行
わ
れ
た
と
言
わ
れ
る
が
、
神
戸
市
域
の
村
々
に
は
、
池
間
氏

70 ：第ご4t近ill:まi：：会の成立



幕府と諸淡第一節

(l¥l｛立：お）

年 t¥'.: ljfj 石郡 美渡部 播磨ー閤

天正 8 (1580) 48,387.540 37,687.060 549, 700.414 

政長年間（1596～1614) 51, 892. 180 38,080.405 626, 710.518 
（十 1.2%) 十 1.0%) (+ 14.0%) 

IE保 3 (1646) 48,387. 540 37,687.060 542,070. 127 

明石郡・美童話郡のお高のH主移表 3

資料： r兵服店~§む 4

(Ii！位：；石）明石吉日中村・奥州村の石高推移表 4

村

235.624 

209. 727 

213.56 
（うち S.337

j:f日奥

j也日1三ti:ilfj門検地

IEf!f; 3 $ 

天手口 2年

村

350.2462 

340.303 

圧延長13年

IE保 3±r 

7k資先主ニt〕

の
行
っ
た
慶
長
期
の
検
地
帳
が
ほ
と
ん
ど
残
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、

i!1: 

そ
の
実
施
状
況
を
具
体
的
に
知
る
こ
と
が
で
き
な
い

ν

一
般
に
、

近

池
間
輝
政
の
慶
長
検
地
は
、

っ
二
割
打
出
し
の
内
検
地
」

歴史紛班

れ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
は
、

3
に
示
し
た
よ
う
に
、
輝
政
の
領

地
表
高
五

一
万
石
が
、
鐙
長
年
間
に
は
六
二
万
有
余
（
検
地
後
の
お

資料：「j露間家文芸lJ,r災向ll協議会女：ilhflli!lff司王立関t芸品｝J'fr議員文書

高
と
推
定
し
得
る
）
と
な
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
知
ら
れ
る
。

し
か
し
、
神
戸
市
域
に
含
ま
れ
る
明
石
郡
・
美
濃
郡
に
限
っ
て

言
え
ば
、
天
正
八
年
（
一
五
八
O
）
以
降
の
増
加
率
は
、
そ
れ
ぞ
れ

七
・
ニ
ゲ
畑
、

一
%
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
鹿
長
検
地
に
よ
る
コ
一

割
打
出
し
し

る
実
態
も
、
各
部
・
各
村
ご
と
に
か
な
り

の
ば
ら
つ
き
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
後
池
田
氏
は
、

こ
う
し
た
打
出
し
検
地
に
対
す
る
館
、
民
の
不
満
を
緩
和
す
る
た
め
、

慶
長
十
五
年
、
検
地
を
ゆ
る
め
る
よ
う
命
じ
た
が
、
ま
も
な
く
元

（
一
六

七
）
間
帯
え
と
な
っ
た
た
め
、
検
地
高
の
い
っ
せ

い
切
下
げ
は
、
池
田
氏
の
鳥
取
移
封
後
に
持
ち
越
さ
れ
、
池
間
氏

の
跡
に
入
部
し
た
領
主
ら
の
課
題
と
な
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、

龍
野
藩
で
検
地
高
の
切
下
げ
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
、
す
で
に
明
ら
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(lli佼 :[j)有馬郡村々の村高の推移表 5

J.Ef,呆郷帳（1646年頃）

392.000 （十60.7 %) 

22. 000 ( +97. 0%) 

926.000 （十41.2%) 

375.000 （十26.0%) 

398. 000 ( +57. 4%) 

325. 800 ( - 6. 9%) 

345.000 （十100%)

694.000 （十46.2;36) 

205. 520 (-46. 2;36) 

315.000 (+57.4%) 

388. 560 (-10. 7%) 

453. 000 ( +38. 6;36) 

495. 000 ( +42. 6%) 

44, 661. 832 （十52.9%) 29,218.000 有馬一都

か
に
さ
れ
て
い
る
が
残
念
な
が
ら
明
石
・
美
譲
郡
に
つ

（注〉 村切りlζ｛半う村尚変動と混同しないように，市城村々のうち，乙

の時期I<:明らかに村切りが行われた村はで？いている。

い
て
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
た
だ
中
村
や
奥
畑
村
の
正

保
一
一
ア
年
（
二
ハ
四
六
）
の
石
山
口
問
は
、
慶
長
期
よ
り
減
少
し

て
お
り
（
表
4
て
や
は
り
あ
る
程
度
の
減
芯
が
行
わ
れ

た
と
も
み
ら
れ
る
。

次
に
、
池
田
氏
の
検
地
と
向
じ
く
、
村
高
の
増
加
に

よ
る
年
貢
増
徴
の
目
的
で
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
、

福
知
山
藩
有
馬
豊
氏
に
よ
る
、
有
馬
郡
の
慶
長
検
地
に

つ
い
て
も
み
て
お
こ
う
。
こ
の
盛
氏
に
よ
っ
て
、
慶
長

十
五
年
有
馬
郡
村
々
に
実
施
さ
れ
た
の
が
、

っ
地
な
し

244.000 

11. 170 

656.020 

297.650 

252.830 

350.000 

172. 320 

474.530 

381. 770 

200. 130 

435.040 

326.816 

347.070 

増
高
L

と
呼
ば
れ
る
特
異
な
検
地
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

耕
地
面
積
の
増
加
を
伴
わ
ず
、
単
に
村
高
を
割
り
増
し

名

糧生野村

道場川際

日下部村

平 EEi 村

中村

湯 111

賠償村

附物村

柳谷村

隣風村

日西原村

中大沢村

上大沢村

し
て
検
地
帳
に
を
録
し
、
年
賀
の
増
収
を
図
ろ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
表
5
は
、
慶
長
検
地
以
前
と
以
後
の
村
高
の
推
移
を

キサ

概
括
的
な
が
ら
示
し
た
も
の
で
、
こ
れ
に
よ
る
と
、
慶
長
検
地
後
の
有
馬
郡
の
石
高
が
約
一
・
五
倍
に
増
え
て
い
る
こ
と
、
塩

生
野
村
以
下
の
村
々
で
も
、
多
く
の
場
合
、
村
山
雨
が
一
・
五
倍
前
後
増
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
村
高
は
、
当
然
の
こ

七
世
紀
後
半
の
幕
府
に
よ
る
延
宝
検
地

と
な
が
ら
土
地
生
産
力
の
実
態
を
反
映
し
た
も
の
で
は
な
く
、
後
述
す
る
よ
う
に
、

の
際
、
是
正
さ
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
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尼
崎
藩
の

年
賀

寛
永
十
二
年
（
一
六
一
一
一
五
）
、

世

田
氏
に
代
わ
っ
て
尼
崎
藩
主
と
な
っ
た
青
山
氏
の
代
、
寛
、
氷
末
年
か
ら
寛
文
年

近

開
に
か
け
て
領
内
検
地
が
実
施
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
検
地
が
一
段
落
し
た
寛
文
閉
年
（
一
六
六
回
）
七

月
、
検
地
に
よ
っ
て
新
た
に
打
ち
出
さ
れ
た
分
（
鳩
分
）
を
こ
れ
ま
で
の
本
高
に
加
え
、
以
後
そ
の
合
一
討
を
新
本
高
と
す
る
習
が

立を草ミ縦盟

布
達
さ
れ
た
。
そ
こ
で
ま
ず
、
こ
の
検
地
に
よ
り
各
村
で
実
路
に
ど
の
程
度
の
打
ち
出
し
が
行
わ
れ
た
の
か
を
み
て
み
よ
う
。

寛
文
九
年
の
も
の
と
推
定
さ
れ
て
い
る
寸
大
鰐
亮
様
領
地
調
」
と
い
う
史
料
に
よ
る
と
、
寛
文
四
年
ま
で
の
市
域
諸
村
に
お
け

る
打
ち
出
し
午
前
は
、
表
6
の
通
り
で
あ
る
。
打
ち
出
し
高
が
最
も
大
き
い
の
は
、
菟
原
郡
の
徳
井
村
・
岡
本
村
で
、

い
ず
れ
も

一
O
O石
以
上
の
打
ち
出
し
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
八
部
郡
の
村
々
で
は
、
打
ち
出
さ
れ
て
い
な
い
場
合
も
多
く
、

最
大
の
打
ち
出
し
高
を
示
す
東
須
磨
村
で
も
六
回
石
余
り
と
な
っ
て
お
り
、
全
体
に
菟
原
郡
諸
村
で
の
打
ち
出
し
，
一
尚
の
方
が
大

き
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

次
に
、
検
地
に
よ
る
打
ち
出
し
後
の
免
H
年
貢
率
が
、
ど
の
程
度
の
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
見
ょ
う
と
し
た
の
が
表
？
で
あ

幕府と諸議第

寛文4年（1664）尼崎

藩の打ち出し高

表 6

し高

石
1. 595 

3. 722 

105. 749 

47. 743 

1. 844 

48.847 

20.537 

64.927 

80.359 

14. 292 

85.482 

5.099 

1. 958 

9. 702 

34.323 

36.690 

35.955 

57.094 

10.227 

5目 486

146.309 

村

森

小 路

岡本

深江

東青木

野答

者日家のうち

住 吉

横廃

魚崎

浜御影

高 羽

／＼幡

石康

河 原

上野

原 図

熊内

名君日

菟 i

'* 

都

i

t

 

王

労

生

f日芸

6.270 

17.253 

5. 164 

42.645 

33. 171 

58.051 

64.569 

13. 101 

::H二野のうち

神戸

ニツ茶屋

長聞

東尻池

板宿

東須磨

西須磨

/¥ 

部

君日

（注） 主主井村は分量（j現。

まを;jSf: r尼崎T!'i史J2 
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尼崎務各村の本出荷と打ち出し高の

年貢率比絞（寛文期） （単位．%）

表 7

し

方畑

45 

71 

予？

52 

52 

69 

38 

63 

資料：「加藤家文没J

ブ3
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0
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μ
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υ
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戸、d

58 

58 

。バυ
μ

、U

M

、I
U

戸、d

る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
打
ち
出
し
方
の
免
は
ほ
ぼ
五
瓦

1
五
九
%
の
範
閉
で
、
地
域
差
は
ほ
と
ん
ど
認
め
ら
れ
な
い
の
に
対
し
、

回

本高

今
必
今
δ

4

a

勾
，

M
b
q
J
O
O
Q
U
A守
ぷ

U

A

h

只

U
1
A
n
v
r
o
o
O

今
A

勺

4
r
h
u
r
h
u
H
3
r
o
r
o
n
y
r
o
n
y
n
y
q
J
O
J
n
u
J
0
6
0
δ

内

j
o
δ

名

内
中
市
リ
問
屋
町
野
原

家
間
脱
出
紳
士
口
屋
寄
本
木
江

御

;N 

熊
総
生
山
石
原
上
河

郡
石
浜
住
横
野
岡
山
然
、
深

者II

君日

本
高
の
方
の
免
は
、
村
ご
と
に
か
な
り
大
き
な
差
異
が
認
め
ら
れ
る
。

。
。
口
ノ
ハ
ツ

n
l
o
o
n
t

今，
Q

ハ
ツ
今
δ

ハ
U

Q
J
内

J
H
b
f
o
n
t
n
j
n
x
u
O
J
O
J
Q
J

神戸

長聞

東須磨

大手

板宿

東 尻 池

坂本

北野

ニツヲ実践

荒 EEi

た
と
え
ば
入
部
郡
の
村
々
で
は
、
最
も
低
い
東
須
磨
村

j＼、

部

で
五
九
%
、
最
も
高
い
北
野
村
で
は
九
九
%
で
あ
る
。
同
様
に
菟
原
郡
に
お
い
て
も
、
最
も
低
い
岩
屋
村
で
五
七
%
、
最
も
高

い
河
原
村
、
佐
官
村
で
九
八
%
と
著
し
い
差
異
を
み
せ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
吋
尼
崎
市
史
』
（
第
二
巻
）
は
、

検
地
の
行
わ

れ
た
年
次
、
検
地
奉
行
の
違
い
に
よ
る
実
施
上
の
厳
緩
の
差
、
あ
る
い
は
聞
の
等
級
評
価
の
違
い
が
大
き
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ

う
と
し
て
い
る
。
ま
た
後
に
見
る
よ
う
に
、
尼
崎
落
の
近
世
前
期
の
年
一
文
率
が
、
市
域
に
属
す
る
近
隣
の
幕
府
領
・
私
領
の
村

々
と
比
べ
て
、
緩
め
て
高
い
点
も
大
き
な
特
徴
で
あ
る
。
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表 8

代

第一節

さ
て
、

八
部
郡
東
尻
池
村
に

！止

八
卯
年
一
一
一
月

近

青
山
大
膳

様
之
時
之
御
免
定
之
写
シ
」
と
題

日程史編置

す
る
一
冊
の
史
料
が
残
さ
れ
て
い

る
。
東
尻
池
村
は
、
一
五
和
一
一
一
年
以

米
沼
崎
藩
の
支
配
下
に
あ
っ
た
が
、

宝
永
八
年
（

） 、

藩
主
が

七

間
万
八
千
石
の
青
山
氏
か
ら
四
万

一
ゐ
の
絞
平
氏
に
交
代
し
た
時
、
そ

の

八
千
石
分
二
六
カ
村
が
幕
府

領
に
編
入
さ
れ
、
た
ま
た
ま
東
尻

池
村
も
そ
の
中
に
含
ま
れ
て
い
た
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
史
料
は
東
尻

池
村
が
こ
れ
ま
で
の
領
主
で
あ
っ

た
尼
崎
藩
・

山
氏
の
時
代
の

「
免
定

（
年
貸
率
）
の
挽
穆
を
、

新
た
な
支
配
者
で
あ
る
幕
府
の
代
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東尻池村の年貫主幹・年主主長（ JI)表 9
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官
に
提
出
し
た
も
の
で
あ
り
、
尼
崎
藩
の
年
貢
政
策
を
詳
細
に
伝
え
て
い
る
。
そ
れ
を
ま
と
め
た
の
が
、
表
8
表
9
で
あ
る
。

東
尻
池
村
の
村
高
は
、
本
官
同
六
二
六
石
五
斗
七
升
九
合
、
打
出
高
一
一
一
一
一
一
石

？レ
i
J
J
I
P
i

－
－
1
5ノ

ム
ロ
か
ら
な
り
、
合
計
六
五
九
石
七
斗

五
升
と
な
る
。
天
和
一
一
一
年
（

六
八
一
一
一
）
ま
で
は
、
本
高
と
打
出
高
と
が
区
別
し
て
記
載
さ
れ
（
表
8
て
そ
の
後
は
一
括
し
て
記

載
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
こ
つ
の
表
か
ら
、
尼
崎
葎
の
年
賀
率
の
推
移
と
年
貢
政
策
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
具
体
的
に
み
て
み
よ

う
第
一
に
、
尼
崎
藩
の
年
貢
量
は
、

「
本
官
同
」
か
ら
「
引
高
L

を
差
し
引
い
た
っ
毛
付
高
」
に
年
文
率
を
か
け
て
決
定
さ
れ
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

「
引
高
」
と
は
、

「
日
損
」
（
日
照
り
）
「
風
損
」
（
嵐
山
批
判
）
「
虫
入
」
（
虫
出
品
開
）
な
ど
の
名
目
で
災
害
に
よ
る

不
作
分
や
、

「
池
床
い

「
時
成
」
な
ど
の
名
目
で
池
・
溝
を
造
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
失
わ
れ
た
耕
地
分
を
差
し
引
い
た
も
の

で
あ
る
。
年
々
の
「
引
高
」
も
年
貢
率
も
一
定
し
て
お
ら
ず
、
尼
崎
藩
が
毎
年
、
稲
の
実
り
具
合
や
池
・
慌
の
造
成
な
ど
を
謂

査
し
た
上
で
、

「
引
高
」
や
年
一
久
率
を
算
定
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

第
二
に
、
年
食
中
中
は
打
出
高
の
方
が
五
五

1
Jハ
六
%
、
本
一
口
問
の
方
、
が
八
O
%
前
後
と
な
っ
て
お
り
、
本
高
の
年
貢
率
が
際
立

っ
て
高
い
。
先
に
全
体
的
傾
向
と
し
て
述
べ
た
特
徴
が
こ
こ
で
も
明
確
に
一
否

A

」
れ
て
い
る
。
幕
府
領
な
ど
に
比
べ
て
尼
崎
藩
の

年
一
只
率
が

般
的
に
高
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
尼
崎
葎
の
検
地
が
六
尺
三
寸
竿
を
使
っ
た
た
め
、
同
じ
一
皮
で
も
、
六
尺
一
分

幕府と諸務

竿
を
用
い
た
幕
府
領
に
比
べ
て
笑
際
の
商
積
は
大
き
い
こ
と
、
し
た
が
っ
て
尼
崎
藩
の
年
賞
が
幕
府
領
に
比
べ
て
実
質
的
に
高

し
か
し
尼
崎
藩
で
も
、
貞
享
元
年
（

六
八
四
）
以
降
、
年
賀
率
は
次
第
に

い
と
は
い
え
な
い
こ
と
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。

第一節

低
く
な
っ
て
お
り
、
六

O
%前
後
に
落
ち
着
く
傾
向
を
見
せ
て
い
る
。
年
賀
率
が
低
く
な
り
始
め
る
貞
享
元
年
は
、
ち
ょ
う
ど

藩
主
が
一
一
代
の
青
山
幸
利
か
ら

の
幸
替
に
代
わ
っ
た
年
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
足
時
滞
の
年
貢
率
の
高
さ
は
、
一
一
代
藩
主
幸

1lt 近歴史編E77 



(lド｛立．石）

年 代 池・終 年 代 新 r~ru

寛文11(1671) 1. 739 寛文10(1670) 1. 036 

延宝 2(1674) 1. 923 か 11 (1671) 1. 164 

。6(1678) 2.230 か 12(1672) 1. 544 

天和 2(1682) 22.530 延'.3i:2 (1674) 1. 666 

点本 1(1684) 23.624 主主享 1 (1684) 1. 800 

元禄 6(1693) 25.013 元禄 1(1688) 1. 879 

。16(1703) 26.333 か 6(1693) 1. 954 

'.3i:永 6(1709) 26.312 グ 16(1703) 1. 984 

利
の
代
ま
で
の
閑
有
の
問
題
と
し
て
、
再
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る

さ
ら
に
、
新
国
尚
の
推
移
を
表
示
し
た
表
叩
を
見
て
み
よ
う
。
実
に
微
々
た
る

開
発
が
行
わ
れ
続
け
て
き
た
こ
と
が
わ
か
る
。
尼
崎
滞
で
は
、
こ
う
し
て
新
た
に

開
発
し
た
土
地
に
つ
い
て
は
、
最
初
の
一
一
一
年
間
を
無
年
貢
と
し
て
、

四
年
目
か
ら

東尻池村の池滋・新開高表 10

一五
J
一一

odpの
率
で
年
貢
を
課
し
、
そ
れ
を
最
終
的
に
は
閉

O
%
に
ま
で
引
き

上
げ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
わ
ず
か
な
土
地
で
も
開
発
し
つ
づ
け
る
農
民
の
姿
と
、

こ
う
し
た
わ
ず
か
な
開
発
地
に
も
可
能
な
限
り
の
年
貨
を
賦
諜
し
つ
づ
け
る
薄
の

資料： 「宗I~言語定文iltJ

年
貢
政
策
の
一
端
が
う
か
が
わ
れ
る
。

次
に
、

入
部
郡
西
小
部
村
を
例
に
、
幕
府
領
の
年
貢
に
つ
い
て
み

幕
府
領
の

年
貢

て
お
こ
う
。
西
小
部
村
に
は
、
覚
、
氷
十
七
年
（
一
六
四
O
）
か
ら
苓

保
十
七
年
（
一
七
一
ニ
ニ
）
ま
で
の
間
に
、
断
続
的
で
は
あ
る
が
十
数
通
の
年
賀
免
状

が
残
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
間
の
年
貢
に
つ
い
て
、
私
領
と
異
な
る
い
く
つ
か
の
傾
向
を
指
摘
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

よ
貝
享
一
一
一
年
か
ら
は
っ
毛
付
高
L

（
村
高
か
ら
災
容
に
よ

第
一
は
年
貢
率
が
、

天
和
一
一
一
年
（
一
六
八
三
）
ま
で
は
村
高
を
基
準
に
、

お
お
よ
そ
四

る
荒
地
分
・
不
作
分
な
ど
を
除
い
た
、
実
質
的
な
作
付
高
）
を
基
準
に
し
て
い
る
と
い
う
点
で
違
い
は
あ
る
も
の
の
、

一
七
世
紀
後
半
に
尼
崎
落
の
少
な
か
ら
ぬ
村
々
に
お
い

。｝t

ムハ一一一

μ
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
（
表
U
）
。
こ
の
点
は
、

て
年
貢
率
、
が
九

O
%を
超
え
て
い
た
様
相
と
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
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務！？守と諮滞第一節

弱小部村の年主主率

｛に 村 rl'!r 宅付予言 年主主主幹 取 米 ニ4拡手

1'i Ti % 1Ci 
寛永17(1640) 389.014 62 241. 189 

。21(1644) ’F 
54 210.068 

:JR）忘 1(1652) // // ノ／

// 2 (1653) // 41 159.496 

フJ治 2(1659) // 52 202. 287 

// 3 (1660) // 53 206. 177 

延宋 1(1673) ，， 51 198.397 

／／ 3 (1675) // ’P 
／／ 

夫和 1(1681) I // 51. 4 199.953 

// 3 (1683) // 52.4 203.843 

点字 3(1686) // 374.814 50.61 196.880 * 52. 53 
元＊＊ 5 (1692) 347.812 320.999 58. 70 204. 166 ネ 63.60

IE:f!蕊1(1711) 347.007 346.914 55.50 192.589 * 55. 51 

表 11

（合：） il'j,'J:ヰ：は村耳石l己対するI白米の比率。

D!ii考草署＊は毛m・G1己対する耳元米の比率a

資料： 「内問委託文；ttJ

し
か
し
、
前
述
の
よ
う
に
尼
崎
務
の
年
京
一
率
も
一
七
世

近 tll:

紀
米
以
降
し
だ
い
に
低
く
な
り
、

一
八
世
紀
に
入
る
と
ふ
ハ

odp前
後
に
落
ち
着
く
鎖
向
、
を
見
せ
て
い
た
し
、
ま
た
明

E霊史者hiIII 

石
藩
の
山
間
部
に
位
置
す
る
美
麗
郡
の
村
々
の
、
一
万
様
期

頃
の
年
貢
率
が
閉
O
J
Jハ
O
%、
丹
波
篠
山
藩
の
飛
地
領

で
あ
る
稗
田
村
の
、
李
保
期
の
年
貢
率
が
五

O
M月
前
後
で

あ
る
こ
と
な
ど
を
考
え
る
と
、
一
克
禄
〕
（
亭
保
期
に
私
領
・

幕
府
領
の
年
貢
率
の
格
差
は
縮
小
の
方
向
に
向
か
い
、

四

O
J
Jハ
O
%
に
平
準
化
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る。
第
一
一
は
、
元
徐
期
に
村
高
の
減
少
が
見
ら
れ
る
点
で
あ

る
。
表

P
V｝
見
る
と
、
貞
一
ふ

で
の
村
高
が
三
八
九

石
余
、
元
禄
五
年
（
一
六
九
一
一
）
の
村
高
が
一
一
一
四
七
石
余
と

な
っ
て
お
り
、
こ
の
六
年
の
間
に
四

石
ほ
ど
減
少
し
て

い
る
。
こ
の
狸
由
に
つ
い
て
、
詳
細
に
知
る
こ
と
は
で
き

：
、
：
、

九
し
カ

の
幕
府
領
検
地
の
影
響
を
無
視
で
き
な
い

だ
ろ
う
。
延
主
検
地
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
延
宝
七
年
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（
二
ハ
七
九
）
に

応
定
了
し
た
が
、
全
体
と
し
て
は
年
立
収
奪
の
強
化
が
何
ら
れ
た
た
め
、
住
民
の
不
満
を
避
け
る
措
置
と
し

て
、
新
村
尚
に
よ
る
収
取
が
一
万
禄
初
年
支
で
延
期
さ
れ
た
。

し
か
し
一
方
、
捌
々
の
事
例
で
は
、
川
欠
地
・
永
荒
地
な
ど
を
古

検
尚
か
ら
援
し
引
い
た
こ
と
で
、
新
検
出
の
ガ
が
少
な
く
な
っ
た
村
も
あ
り
、
市
川
小
部
村
の
元
禄
五
年
以
降
の
村
高
も
後
者
の

例
で
、
延
山
点
検
地
を
経
た
後
の
新
村
高
と
考
え
ら
れ
る
。

第
三
は
、
延
宝
元
年
ま
で
は
、
村
尚
・
取
米
高
を
記
す
簡
単
な
形
式
で
あ
っ
た
免
状
が
、

の
免
状
は
、

税
）
や
小
物
成
を
含
め
て
、

そ
の
納
め
方
ま
で
を
指
示
す
る
形
式
に
変
わ
っ
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。

延
宝
一
一
一
年
以
降
、
高
掛
物
（
付
加

た
と
え
ば
、

延
宝
一
一
一
年

一
九
八
百
五
斗
二
升
七
合
の
年
貢
米
に
コ
ハ
尺
給
米
」
（
首
都
府
の
雑
人
夫
給
米
）
五
斗
六
升
を
加
え
た
も
の
を
、
現
実

六尺給米（金納）

0. 560 

小物成ほか

山林芝山役

匁分 Jlii

111年策（銀約）

匁分 !Ui
37. 2. 7 

// 

155. 6. 7 

／／ 

蔵前如、
（長良市内）

匁 m
52. 5 

六尺給米
（米納）

石
0. 694 

伝馬宿j卦
（米納）

111林芝111役
（銀納）

匁分 mi
155. 6. 7 

石
0. 208 

に
は
米
（

ニ
石
間
斗
二
升
）
、
大
一
旦
（
二
石
七
斗
）
、

（
九
一
同
一
分
七
二
文
）
に
分
け
て
納
め
る
べ
き
こ
と
を
指

示
し
て
い
る
（
表
口
）
。

こ
う
し
た
年
貢
形
態
は
、

一
七
世
紀
後
半
に
お
い
て

も
な
お
、
高
掛
物
の
種
別
、
現
物
納
か
貨
幣
納
か
な
ど

の
点
で
変
動
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。

た
と
え
ば
、
幕

府
領
の
高
掛
一
一
一
役
と
い
わ
れ
る
「
六
尺
給
米
」
「
御
伝
馬

街
入
用
」
（
五
街
道
の
宿
場
費
用
や
本
陣
の
給
米
な
ど
に
φ

めて

る
）
っ
御
蔵
前
入
用
L

（
浅
草
米
蔵
の
維
持
費
）
な
ど
、

府
領
悶
有
の
年
貢
形
態
も
、
延
宝

に
三
ハ
尺
給
米
」

80 

金幕

第二主主近t！出会の成立



幕府と諸藩第一節

西小部村の支租形態

成物

表 12

取米合計約う｜ミ

石
198.527 

石
112.420 

取米合計

石
113. 310 

115. 510 

111. 570 

115. 690 

109. 140 

取米合計納
十分九

米

代±1三

延宝 3(1675) 

:G 
205. 072 

211.425 

203. 790 

204. 166 

192.589 

納米

石
71. 772 

75.535 

72. 530 

68.056 

64. 189 

代

天和 1(1681) 

I/ 3 (1683) 

点字 3(1686) 

元禄 5(1692) 

忠徳 1(1711) 

まi三

約銀一一門品
分
大

十代i~三

石
115. 129 

お
103.619 

石
11. 510 ]j£保17(1732) 

だ
け
が
徴
収
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
後
、
正
徳
期
ま
で
の

廿一f
 

免
状
に
、

近

そ
れ
ら
の
記
載
が
見
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ

る
。
も
ち
ろ
ん
、

の
勘
定
目
録
を
欠
い
て
い
る
た

日査史編直

（注） 返さii'.3年約め方米 112お420，大主主 2お700（大坂御絞諮），金約 9li'L]1分72文

'.['t~怜：「内問家文芸わ

め
、
厳
獲
に
時
期
を
確
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

高
掛
一
一
一
役
と
一
言
わ
れ
る
年
貢
形
態
が
そ
ろ
っ
て
定
着
す

る
の
は
、

一
八
位
紀
に
入
っ
て
か
ら
だ
と
考
え
て
よ
か

ろ
う
。

一
方
、
畿
内
幕
府
領
で
村
高
の
コ
一
分
の
一
を
畑

地
と
見
な
し
貨
幣
納
さ
せ
る
、

い
わ
ゆ
る

の
一
銀

（
金
）
納
法
の
成
立
は
早
く
、
河
内
閣
で
は
そ
の
実
質
的

成
立
が
鹿
安
末
期
頃
と
さ
れ
て
い
る
。
西
小
部
村
で
は
、

免
状
を
見
る
限
り
遅
く
と
も
、
延
宝
一
一
一
年
以
降
、

貨
幣
納
が
定
着
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、

ほ
ほ

の間
じ
頃
、
現
物
納
か
貨
幣
納
か
の
変
動
は
み
ら
れ
る
も

の
の
十
分
の
一
大
豆
納
も
定
着
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

す
な
わ
ち
、
付
加
税
た
る
高
掛
一
一
一
役
を
除
く
、
小
物
成

京
租
形
態
（
一
一
一
分
の
一
貨
幣
納
、
十
分
の
一
大
一
旦
納
）
が
確

立
・
定
着
す
る
の
は
、
お
お
む
ね
延
宝
一
一
一
年
以
降
、
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体
的
に
は
延
宝
検
地
を
経
た
後
の
こ
と
で
あ
る
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。

一
月
、
幕
的
は
二
八
カ
条
の
検
地
条
れ
を
定
め
、
強
附
月
に
は
勘
定
奉
行
か
ら
関
東
と
畿
内
近
悶
の

怒
宝
検
地

代
官
に
、
幕
府
領
総
検
地
の
実
施
が
命
ぜ
ら
れ
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
摂
津
・
矯
際
両
国
に
お
い
て
も
、
延
zk

五
年
の
秋
か
ら
同
七
年
秋
ま
で
の
丸
二
年
間
を
か
け
て
、
幕
府
領
の
検
地
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
検
地
は
代
官
と
農
民
と
の

癒
着
・
不
正
を
排
す
る
た
め
に
、
近
隣
諸
大
名
に
命
じ
て
行
わ
せ
、
市
域
で
い
え
ば
、
摂
津
・
有
馬
郡
は
高
槻
藩
、
氷
井
氏
に
よ

り
、
八
部
郡
は
尼
崎
薄
青
山
氏
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。

こ
の
う
ち
、
ま
ず
比
較
的
早
い
時
期
に
検
地
を
完
了
し
た
、
尼
崎
藩
青
山
氏
に
よ
る
検
地
を
み
て
み
よ
う
。
検
地
は
、
検
地

惣
奉
行
山
口
治
部
右
衛
門
以
下
、
本
締
め
二
名
、
検
地
奉
行
六
名
の
計
九
名
の
尼
崎
務
検
地
役
人
と
、
各
村
か
ら
庄
屋
・
年
寄

地
引
案
内
の

五
人
が
出
て
行
わ
れ
た
。

表
口
は
尼
崎
藩
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
た
入
部
郡
中
村
の
延
宝
六
年
検
地
の
状
況
で
あ
る
。
新
検
地
官
同
は
一
一
一

O
凶
石
二
斗
六
升

六
合
で
あ
り
、

太
閤
検
地
段
階
の
古
検
高
二
八
五
石
九
斗
問
升
七
合
に
対
し
て
は
六
%
、

「
古
検
有
高
L

（
永
荒
等
の
高
を
引
い

た
分
）
二
七

O
石
王
斗
一
升
一
一
合
に
対
し
て
は
一
一
一
%
の
増
加
と
な
っ
て
お
り
、

い
、
ず
れ
に
し
て
も
村
荷
の
増
加
、
年
貢
負
担

増
に
つ
な
が
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

し
か
し
検
地
内
容
に
立
ち
入
っ
て
み
る
と
、

い
く
つ
か
の
注
目
す
べ
き
点
が
見
出
さ
れ
る
。
第
一
は
、
増
分
の
七
割
が

先
の
出
回
」
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
太
関
検
地
の
際
の
一
間
日
中
ハ
尺
一
一
一
す
を
一
間
1
六
尺
に
改
め
た
こ
と
か
ら
生
じ
た
も

の
で
、
隠
凶
・
新
日
の
ふ
問
問
入
れ
は
相
対
的
に
少
な
い
こ
と
で
あ
る
。

第
二
は
、
古
検
高
に
は
含
ま
れ
て
い
た
が
、
こ
の
段
階
で
は
川
欠
・
永
荒
・
池
床
な
ど
と
し
て
す
で
に
可
斜
地
で
は
な
く
な

82 近1止社会の成立第二3f>:



f止

っ
て
い
る
よ
う
な
土
地
を
高
か
ら
除
い
た
こ
と
で
あ
り
、

に
、
圧
倒
的
に
水
町
の
多
い
こ
の
村
で
、
上
回
の
み
が
大
き
く

近

減
り
、
逆
に
中
間
・
下
回
・
下
々

mが
大
幅
に
増
加
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
従
来
上
聞
と
さ
れ
て
き
た
回
の
多

く
が
、
今
回
中
間
以
下
に
格
下
げ
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
延
宝
検
地
、
が
現
実
の
緋
地
の
適
正
な
把
握
と
、
そ
れ
に
基

Eをre議奇麗

づ
い
て
こ
そ
年
貢
収
入
の
安
定
・
増
加
も
可
能
で
あ
る
と
の
立
場
か
ら
実
施
さ
れ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

こ
う
し
た
延
宝
検
地
の
特
徴
は
、
高
槻
簿
、
水
井
氏
に
よ
る
有
馬
郎
検
地
に
、

fl: 

…
屑
如
実
に
示
さ
れ
て
い
る
。
高
槻
藩
に
よ
る

入部都中村の延宝検地

i幻口治部右if{,

久 f－~ 1危右有11門
J徐下王旨右 111~r 1 う

悶悶三之 H; ！ 'J 

以下5名略

王宮左1111r11

権右衛門

if~ 兵衛

延宝6年（1678) 2月l日

幕府と諮滞

表 13

青山大l路苑内

検 1也惣苦手行

検地ヌドメ

J険地奉行

中 村 E長屋

グ 案内当者

第一長官

石斗
1. 4 

1. 2 

1. 0 

0. 6 

1. 2 

1. 0 

0.8 

0.4 

1. 2 

米

;iJ 

103. 115 

108.460 

34. 150 

17.222 

13.244 

4. 393 

1. 685 

1. 901 

20.096 

分検

反 i放さ長
73.6. 16 

90.3.25 

34. 1. 15 

28. 7. 1 

11.0.11 

4.3.28 

2. 1. 2 

4. 7. 16 

16.7.14 

新

反欽歩
118. 5 

32.0. 29 

20. 1. 4 

4. 9. 15 

13. 8. 15 

8.4. 16 

11.1.14[ 

2. 8. 12 I 

8. 5.23 

分

償

問

問

問

畑

畑

焔

畑

敷

々

区

よ

中

下

下

上

中

下

下

屋

ノを

（永荒17反4畝21歩）

新検内訳 (1)

304. 266 265.9. 8 220.5. 8 L
a－
 

－一一山口
1入
仁1

新検内訳（2)

検コ釘；高

等先の出目
I:＼高

合検なき分

開

古
反 ii立さ長

220.5. 8 

31. 9. 19 

3. 3. 21 

10.0.20 

ti検有畝；潟
空宇先の社iiヨ
古検なき分

新聞 新

計よh
iコ

（注） ネ古検有lfJi=i5"検iflj-(ifll勾

270石512=285お例7-15石435

資料：「111隠語iC主主！tJ
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有馬郡（八多）中村の延詮：検地

永井市IE内
検地惣傘行 安迷久右衛門

検地元〆 安井｛左右衛門

グ 新城苔太夫

l余地泰行 早川平左衛門（以下3名絡）

イ子潟郡中村茂原： 次兵衛

グ 年平等 太布衛門（以下2名i略）

グ 地引案内者 Ji.右衛門（以下2名略）

延宝7年（1679) 8月7日

代

石斗
1. 6 

1. 5 

1. 3 

1. 1 

1. 3 

1. 2 

0.9 

0.6 

1. 6 

0.3 // 

386. 708 281. 1. 18 210. 1. 10 計合

(JI I欠，永荒，池床等 28反 7畝15歩）

新検内訳（2)

古検有高 本

出［竿先の1±1El 
高l位遠の出目

古検なき分

新開

合 386. 708 

（注） oi之I;i;検時は上回

ネ2省検干'Jl:"E＝古10iー（増i克十JI!欠永荒など）

215石550 ＂~398石000ー（149石250+33石200)

士邸宅は「地なしJの分でE室長15年干干潟紫氏の取商をさす。

資料： r9＂自治会文書~J

表 14

斗mう｜ミ

石
47.861 

178.880 

103.068 

22.290 

3.367 

5.956 

8.892 

2. 742 

0.405 

13.247 

石
215.550 

91. 251 

73.969 

4.836 

1. 102 

新1会内訳（1)

古検有畝高

学先の！品目

，~－；倹なき分

新聞

メ》、
口

同一一日

281. 1. 18 

分検

反 紋 歩
29.9. 4 

119.2.16 

79. 2.25 

20.2. 19 

2. 5. 27 

4.9. 19 

9.8. 24 

4. 5. 21 

0. 2. 16 

10. 1. 27 

新

反放さ長
27. 7.28 

95. 0. 11 

56.0. 4 

12. 5. 21 

1. 7. 7 

2. 7. 16 

6.3. 0 

3. 1. 20 
*10. 2. 8 

4.5. 15 

IX H立歩
210. 1. 10 

66.2. 6 

3. 7. 6 

1. 0. 26 

引
川

検
地
は
、
尼
崎
藩
に
比
べ
て
藩
の
検
地
奉
行
が
凹
名
と
少
な
い
ほ
か
は
、
検
地
役
人
の
構
成
、
検
地
帳
の
記
載
方
式
と
も
に
、

D-
ノJ

m
m
m
田

畑

畑

畑

畑

放

ほ
ぼ
共
通
し
て
い
る
。
表
日
は
、
有
路
郡
（
八
多
）
中
村
の
延
宝
七
年
検
地
の
状
況
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
古
高
一
一
一
九
八
石
に
対

し
、
庁
主
山
出
品
今
、

A
W
1
n
i
b
－－
1
a
F
F
I昨
V

J
ん

λz 

λと

八
六
石
七
斗
八
合
と
一
一
石
余
減
少
し
て
い
る
の
が
注
阿
付
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
古
高
か
ら
川
欠
・
永
荒
な

区

上
中
下
下
上
中
下
下
康

ど
一
一
一
一
一
一
石
ニ
斗
な
引
き
、
さ
ら
に
「
増
高
分
」
と
し
て
一
四
九
石
二
斗
王
升
を
引
い
た
結
果
、
古
検
有
’
高
が
一
一
一
五
石
五
斗
五

升
と
、

ほ
ぼ
半
減
し
た
こ
と
に
よ
る
。

っ
増
高
分
」
と
は
前
述
の
、
滞
主
有
馬
県
氏
に
よ
る
慶
長
検
地
の
際
、
年
資
増
徴
の
た
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め
に
商
積
の
増
加
を
伴
わ
な
い
、
高
の
み
の
上
乗
せ
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
増
高
は
有
馬
郡
下
の
村

々
に
共
通
し
て
お
り
、
店
植
村
で
は
一
七
二
五
余
、
草
下
部
村
で
は
こ
七

O
石
余
に
の
ぼ
る
地
高
が
見
ら
れ
、
延
宝
検
地
は
、

こ
れ
ら
を
「
地
な
し
」
と
し
て
高
か
ら
は
ず
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
有
馬
部
で
は
検
地
に
よ
る
高
の
減
少
が
広
く
見
ら

れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
新
検
高
は
、
い
ず
れ
も
古
高
か
ら
増
高
や
川
欠
・
永
荒
分
を
引
い
た
「
古
検
有
高
」
の
一
・
一
一
J
一
・
八
倍
の
増
加

に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
う
え
太
閤
検
地
の
時
に
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
山
林
の
検
地
も
行
い
、
銀
納
小
物
成
収
取
の
体
制
も
整
備

さ
れ
た
。

た
と
え
ば
入
部
郡
斑
那
村
の
延
宝
六
年
「
御
小
物
成
検
地
帳
」
に
よ
れ
ば
、
こ
の
年
一

カ
所
の
山
林
、
総
計
六
五

町
四
反
一
一

O
歩
が
検
地
さ
れ
、
こ
れ
に
一
反
に
つ
き
銀
一
匁
の

で
山
年
一
久
が
か
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
藍
那
村
で
は
、

さ
ら
に
検
地
不
能
の
芝
山
に
も
四
一
一
一
匁
五
分
の
年
貢
銀
が
か
け
ら
れ
、
新
規
に
七

O
O匁
近
い
銀
納
山
年
貢
の
納
付
が
義
務
づ

け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
延
宝
検
地
は
、
立
文
、
，
r延
宝
期
の
大
水
・
天
候
不
服
に
よ
る
不
作
つ
づ
き
の
中
で
疲
弊
し
て
い
た
小
農
民
の
現
状

に
夜
間
し
、
耕
地
の
広
狭
や
石
盛
を
適
正
か
つ
現
実
的
に
蒋
把
握
し
た
う
え
で
、
安
定
的
に
確
実
に
、
小
物
成
を
含
む
年
買
収

入
の
鳩
加
を
関
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

若手府と諸淡第一節
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